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民 生 常 任 委 員 会 記 録

１．会議日時

平成１９年１１月１３日（火）午前１０時　　　　開会

　　　　　　　　　　　　　　午後　２時３８分　閉会

１．場所

第二委員会室

１．出席委員

委 員 長 安藤　薫  副委員長 上村高義  委　　員 山崎雅数

委　　員 藤浦雅彦  委　　員 南野直司 

１．欠席委員

なし

１．説明のため出席した者

市　長　森山一正 副市長　小野吉孝

生活環境部長　紀田光司　　同部次長兼自治振興課長　大場房二郎

産業振興課長　藤井智哉　　

保健福祉部長　佐藤芳雄 同部次長兼健康推進課長　福永冨美子

同部次長兼福祉総務課長　登阪　弘　　高齢者障害者福祉課長　堤　守

介護保険課長　山田雅也　　同課参事兼地域包括支援センター長　川口敦子

国保年金課長　野村眞二

１．出席した議会事務局職員

事務局次長　野杁雄三 同局次長代理　日垣智之

１．審査案件（審査順）

認定第１号　平成１８年度摂津市一般会計歳入歳出決算認定の件所管分

認定第７号　平成１８年度摂津市パートタイマー等退職金共済特別会計歳入歳出決算

認定の件

認定第３号　平成１８年度摂津市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定の件

認定第４号　平成１８年度摂津市老人保健医療特別会計歳入歳出決算認定の件

認定第８号　平成１８年度摂津市介護保険特別会計歳入歳出決算認定の件
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（午前１０時　開会）

○安藤委員長　おはようございます。

　ただいまから民生常任委員会を開会い

たします。

　本日の委員会記録署名委員は藤浦委員

を指名いたします。

　認定第７号の審査を行います。

　本件については、補足説明を省略し、

質疑に入ります。

　質疑のある方は挙手お願いいたします。

　南野委員。

○南野委員　おはようございます。

　それでは、１点だけお聞きしたいと思

います。

　平成１８年度の事業所の加入状況及び

被共済者数ですが、事務報告書を確認い

たしますと減少しているということで、

一つは、新たに加入された事業所がなかっ

たのが原因であると認識いたしますが、

１８年度の総括としまして、どのような

状況であったのか、この１点だけお聞か

せいただきたいと思います。

○安藤委員長　藤井課長。

○藤井産業振興課長　それでは、南野委

員からのご質問の、パートタイマー等退

職金共済制度の平成１８年度全般にわた

る状況説明をさせていただきます。

　平成１８年度当初におきましては、４

８事業所、２５８名の被共済者でスター

トし、平成１８年度末現在は、４５事業

所、２０６名の被共済者となりました。

　この１年間新規事業所の加盟はなく、

３事業所が脱会した結果、４５事業所に、

そして、被共済者は、既存の加盟事業所

から新たに１９名の新規加入がありまし

たものの、７１名の退職があり、最終的

には５２名の減少となりました。

　これは、全国的にネットワークを構え

る事業所で、これまでの、事業所ごとに

任せておりました人事管理が本社管理に

なったことによる、４０名に及ぶ全員の

退会があり、例年より２０名程度多い退

職金の給付件数となりました。

　７１名の退職給付者中、１０年以上の

長期在会者に対する給付金該当者は３５

名で、４３万円の支出となり、一般会計

からの繰り入れとなっております。

　昨年の長期在会者は、１０名少ない２

５名で、繰入金は３４万５，０００円で

ありました。

　最後に、昨今の低金利の影響等による

積立金本体への繰入金は６４万４，５３

１円で、１７年度の７５万１，７６１円

より１０万７，２３０円の減少となりま

した。

○安藤委員長　南野委員。

○南野委員　平成１８年度の総括という

ことでご説明いただいたんですが、この

際聞いておきたいんですけれども、平成

１８年度の結果も踏まえて、共済加入者

の確保あるいは拡大に向けて、現在どの

ように取り組みをしておられるのか、そ

の点をちょっとお聞かせ願いたいと思い

ます。

○安藤委員長　藤井課長。

○藤井産業振興課長　加入者の確保拡大

に向けた対策ということですけれども、

産業振興課におきましては、本市の広報

紙において、商工特集号を年一回掲載い

たしております。

　平成１９年度におきましては、１０月

から、中小基金資金融資制度の変更が予

定されておりました関係上、１０月１５

日号で掲載いたしました。

　そして、その商工特集号を当課が管理

しております、データ約４，０００件の

市内事業所に別途送付しており、今回は、

そこにパートタイマー退職金共済制度の

説明と、関心を持たれた事業所には、説

明に訪問する趣旨の別ビラを同封いたし
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ました。

　その結果、先週ごろから問い合わせが

入り出し、先週末に４事業所を訪問し、

１事業所が加入いただき、３事業所が検

討するとの結果となっております。

　今後も問い合わせが入れば、即座に説

明に参る所存であります。

　また、先月は、女性事業主の集まる会

合にお邪魔して、そこで制度の説明をさ

せていただきました。

　今後も共済加入者の拡大に努めてまい

ります。

○安藤委員長　南野委員。

○南野委員　ありがとうございます。

　パートタイム労働法に関してでござい

ますけれども、平成１８年度のパートタ

イム労働者は、全国で約１，２００万人

で、雇用者全体の２割強を占めており、

経済活動の重要な役割を担いっていると

されております。約７割が女性ですが、

若年者や高齢者を中心に、男性パートタ

イム労働者も増加し、役職者もあらわれ

ております。

　しかしながら、賃金などの待遇が働き

に見合っていないことや、なかなか正社

員になれないなど、働く意欲が出ない、

このような問題を解消し、能力をさらに

発揮できる環境の整備を実施するため、

平成２０年４月１日にパートタイム労働

法が改正されるということでございます。

　このような近年の状況の中、本市のパー

トタイマー等退職金共済制度は非常に大

事な位置にあると認識いたしますので、

市内の事業所で働くパートタイマー等の

従業員、また、事業主さんにも喜んでい

ただけるような、先ほど答弁いただきま

したように、さらに広報活動を行い、利

用拡大を図られるようお願いしたいと思

います。要望としておきます。

　以上でございます。

○安藤委員長　ほかにございませんか。

　山崎委員。

○山崎委員　南野委員と私も全く同意見

で、頑張っていただきたいと思いますけ

れども。

　一つだけ、先ほども、繰り入れもいた

だいたりして、なかなか会計が大変やい

うことなんですけれども、積立金の方で

すね、今どういう状況になっているかと

いうことだけお聞かせいただけますか。

○安藤委員長　藤井課長。

○藤井産業振興課長　山崎委員さんから

の、積立金の残高状況でございますけれ

ども、平成１８年度末ですね、１９年度

３月の積立金残高は、５，８３５万２３

５円という状況になっておりまして、１

年前、平成１７年度末が７，１７１万５

５５円という状況で、その差１，３３６

万３２０円の減少となっております。こ

れも、もちろん加入者の減でございます

けれども、その加入者減に伴い、繰入金

も減っているという状況になっておりま

すけれども、やはり本市としてましては

加入者をふやすということと、今、利上

げ状況ですが、若干金利が上がっており

ますけれども、さらなる日本経済の発展

で金利が上がることを期待して、その差

が少しでも埋まればいいなというような

観測を持っております。

○安藤委員長　山崎委員。

○山崎委員　加入者が減って、積立金も

減るという形にもなってはおるんですけ

れども、せっかくの制度ですから、それ

こそ制度がもたないというような形には

ならないように、しっかりと管理運営の

方をやっていただきたいと思います。

　以上でございます。

○安藤委員長　ほかに、よろしいでしょ

うか。

　上村委員。
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○上村委員　では、私の方から質問させ

ていただきますけれども。

　掛金の予算と収入済額の比率が７０％

であったということと、実際、給付金も

それに対して７４．５％の執行率という

ことで、私、３０％減っておるというこ

とで、過去のちょっと調べてみますと、

平成１０年が、掛金が１，３４７万円、

給付金が８８５万円ということで、この

ころは掛金の方が給付金より多かったん

ですけれども、それ以降、ずっと掛金よ

り給付金の方が多いという現状があるん

ではないかなと思ってますし、ましてや

１８年度の決算値を見ますと、掛金が５

４３万８，０００円で給付金が１，９９

３万円ということであります。この差が

１，４００万円ほどあるのかなというふ

うに見てますけれども、今、積立金残高

を聞きますと、５，８３５万円というこ

とでありました。あと５年もしないうち

に底をつくという気もするんですけれど

も、このことはどういうふうに見ておら

れるか、今後の見通しも含めてお聞かせ

願います。

○安藤委員長　藤井課長。

○藤井産業振興課長　給付金減ってるよ、

それから、当然、それに対して、積立残

高も減っていると、このまま底を突くの

ではないかということなんですけれども、

毎年、繰入金を計上させていただいてい

る関係上、万が一、全加入者が退会され

ても、一応、その場で退職金は支払いで

きるという体力の温存はしておる中で、

やはり加入者の増大、これだけがすべて

のテーマという形で把握しておりますの

で、加入者がふえれば、当然、積立金も

ふえてまいりますので、今後も、加入者

の増大の一つをテーマに絞りまして、引

き続き、そちらの努力に努めてまいる所

存であります。

○安藤委員長　上村委員。

○上村委員　共済繰り入れというのはど

こから繰り入れされておるのか、そのこ

とがわかりにくいので、共済というのか

ら繰り入れをしてもらっておるんですけ

れども、これはどこの共済なのか、パー

トタイマーも共済組合というのがあって、

どこから繰り入れているのかなという、

それを説明していただけますか。

○安藤委員長　藤井課長。

○藤井産業振興課長　繰り入れ母体は一

般会計からになっております。

　それで、繰入金の構成なんですけれど

も、事務費と、それから、掛金の足らず

の繰り入れと二種類に分かれておりまし

て、本来、このパートタイマーは、もと

もと掛金、全額は積み立てますよという

制度で、国の中退協からは、掛金のうち、

事務費を一部いただいて運営に充ててい

るんですけれども、本市の場合は、すべ

て掛金に回しておりますので、その事務

費足らずはすべて一般会計から入ってき

ます。この事務費の内容は、納入通知書

とか、それから、運営委員会の経費、そ

れから、掛金の送付書等の事務費にかか

わる分と、あと半分が、今申しました積

立金の差額の繰り入れという大きな二種

類に分かれております。

　以上がすべて一般会計から入っており

ます。

○安藤委員長　上村委員。

○上村委員　繰入金の中にも、共済繰入

金と一般会計繰入金がありますよね。こ

の共済繰入金というのは、これは出どこ

ろはどこかなというふうに聞いておりま

す。

　一般会計の分は、１１８万５，９００

円、これ一般会計から繰り入れしてます

よね。その１，９５０万１，１９５円の

パートイマー等退職金共済繰入金という
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のがありますよね、そのお金はどこから、

出どころはどこですかねということを聞

いてます。

○安藤委員長　藤井課長。

○藤井産業振興課長　その出どころは、

被共済者一人２，０００円いただいてい

る積み重ねの方からの繰り入れというこ

とで、記入の方が、一般会計と特別会計

による繰り入れ、繰り出しということで、

ちょっと特別会計の場合はややこしくなっ

てるんですけれども、基本的な原資は、

各被共済者の２，０００円の積立金が原

資でございます。

○安藤委員長　上村委員。

○上村委員　申しわけないですけれども、

理解不足で。

　その２，０００円の掛金の積立金の残

高が５，８３５万円ということで、その

５，８３５万円があって、ここ、平成１

７年度が、掛金が６６７万円で、給付金

が１，８５４万円と、１６年度が７３０

万円の掛金で、給付金が９６２万円とい

うことで、ずっと過去５年ぐらい、給付

金が多いんですよね。だから、ずっと持

ち出しということで、この残高が毎年、

毎年減ってきている状況である。これか

ら試算すると、もう５年後にはこの残高

がゼロになるんではないですかと言って

おるんですけれども、そうなった場合に、

この制度が維持できるのかどうか、非常

に危惧されます。この制度を続けていっ

てほしいという思いはあるんですけれど

も、実際、加入者が少なくて、退職者が

多いということになってくると、どんど

ん積立金が減っていって、最後にはゼロ

になるということになっていくんですけ

れども、１８年度みたいに、一遍に１，

４００万円も差額があって、これ５年で

ぎりぎりもつという格好になりますよね。

過去、１８年度も、１７年度も約１，２

００万円の差があるんです。この２年だ

け見ると、そういう格好になってきてい

る、そのことは大丈夫ですかねというこ

と。この制度がほんとにこのまま維持で

きるのかどうか、きっちり検討していた

だきたいなと思ってますので、そのこと

についてどう思ってるんですかというこ

と。

○安藤委員長　藤井課長。

○藤井産業振興課長　すいません、ちょっ

と説明不足で。

　制度の維持というために、繰入金とい

う形で一般会計から投入しております。

それは、今おっしゃったように、万が一、

全加入者が退会したときの支払い原資と

して、本来でしたら、皆様の退職共済金

で賄えればいいんですけれども、今の本

市のパートタイマーは１％で運営してお

ります。ただし、今の原資の運用は約０．

２５％でしておりますので、その開きの

積み立てがどんどんどんどん差があいて

くると。その差が一般会計からいただい

ておる中で、この会全体の運営は、繰入

金のおかげで、万が一、退会されても、

きれいにチャラになるというか、お返し

できるということを、年度ごとに精算し

ておる状況が、年一回の繰入金の発生と

なっております。

　そのために、同じ説明になりますけれ

ども、そういう状況の中から、その原資

ですね、繰入金をなくすために、利率の

上がることを期待することとともに、や

はり加入者を上げれば、積立金も、退会

されない限り原資がたまってきますので、

加入者の増大と、引き続き、パート労働

を続けていただくという中で積立金がた

まってくるという、この二つの点に絞ら

れてきますので、本市としましては、加

入者の増大に努めてまいるという１点に

目標が絞られてくると判断しておるとこ
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ろであります。

○安藤委員長　上村委員。

○上村委員　繰り返しにもなりますので、

今の状況からすると、非常に厳しいとい

うことに変わりないんではないかなとい

う気がしてますので、その将来性も含め

てきっちりそのことを検証していかない

と、制度だけが残れるのかどうかも不思

議ですし、そのことを検証していってほ

しいということがありますので、最後に、

何か紀田部長の方が説明いただくような

ので、よろしくお願いします。

○安藤委員長　紀田部長。

○紀田生活環境部長　担当の方からも申

し上げておりますように、担当としては、

この制度を維持するために努力をして、

各事業所に啓発をさせていただいておる

んですが、社会全体の流れが、パートタ

イマーを採用するよりも、むしろ派遣労

働であるとか、そういった流れの中で努

力を続けている割には成果が少ないとい

うような状況にも面しておるというふう

に私自身も認識しております。

　過去にも、このパートタイマー制度に

ついては、時期、時期にその制度の見直

し等も、運営委員会を開催する中で、制

度の立て直しをした経過もございます。

　今後も、こういった減少傾向が続くと

いう状況がございましたら、また再度、

そういうことで諮問をしながら、入って

いただく方に魅力のあるような制度を再

構築しながら運営してまいりたいという

ふうに考えております。

○安藤委員長　よろしいですか。

　ほかにございませんか。

　以上で質疑を終わります。

　暫時休憩します。

（午前１０時１８分　休憩）

（午前１０時４４分　再開）

○安藤委員長　再開いたします。

　認定第３号及び認定第４号の審査を行

います。

　本２件のうち、認定第４号については、

補足説明を省略し、認定第３号について

補足説明を求めます。

　佐藤保健福祉部長。

○佐藤保健福祉部長　認定第３号、平成

１８年度摂津市国民健康保険特別会計決

算認定の件につきまして、補足説明をさ

せていただきます。

　平成１８年度につきましては、国保加

入者数は、前年度に比べ、年間平均では

１％、３１６名減の３万２，２７３名の

加入者を得て運営を行わせていただきま

した。

　その内訳といたしましては、一般被保

険者のうち、若人が２．３％、４９８名

減の２万９５２名、老健加入者が４．２

％、２０９名減の４，７２８名、退職被

保険者等が６．３％、３９１名増の６，

５９３名で、各区分の被保険者数は、一

般被保険者が減少する一方、退職被保険

者等が著しい増加を見ております。

　それでは、まず、歳入でございますが、

１８ページ、款１、国民健康保険料、項

１、国民健康保険料、目１、一般被保険

者国民健康保険料は、前年度に比べ６．

９％、、約１億３，７５７万円の増となっ

ております。一般被保険者に係る一人当

たり現年度医療分保険料調定額は、前年

度に比べ１０．４％、８，０４３円の増

となり、被保険者数は、前年度よりも７

０７名減となりましたが、総額で増額と

なったものでございます。

　また、介護分保険料につきましては、

被保険者数が３３８名の減となりました

が、一人当たり現年度調定額は、前年度

に比べ９．２％、２，０４１円の増とな

り、総額では増額となっております。

　収納率は、医療分・介護分を合わせ、
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現年度分が８５．９％、滞納繰越分が１

０．５％でございます。

　目２、退職被保険者等国民健康保険料

は、被保険者数が前年度に比べ６．３％

の大きな伸びを示したことを受け、一人

当たり現年度医療分調定額は１２．３％、

１万９６０円の増となり、総額でも増と

なっております。

　また、介護分保険料につきましては、

被保険者数が１９８名の減、一人当たり

現年度調定額は、前年度に比べ６．４％、

１，３４３円の増となりましたが、総額

では減額となっております。

　収納率は、現年度９６．６％、滞納繰

越分１９．５％でございます。

　なお、不納欠損処分につきましては、

平成１６年度分以前の消滅時効等による

もので、延べ２，４１１件でございます。

　款２、使用料及び手数料、項１、手数

料、目１、督促手数料は、前年度に比べ

７．６％の減でございます。

　款３、国庫支出金、項１、国庫負担金、

目１、療養給付費等負担金は、前年度に

比べ８％、約１億５，０５５万円の減と

なっております。これは、定率国庫負担

割合が３６％から３４％に変更になった

こと、老健拠出金が減少したことによる

ものでございます。

　目２、高額医療費共同事業負担金は、

前年度に比べ７．９％、約３０６万円の

減額で、高額医療費共同事業拠出額の４

分の１の交付を受けております。

　項２、国庫補助金、目１、財政調整交

付金は、前年度に比べ２．６％、約１，

０３２万円の減となっております。これ

は、特別調整交付金の減が主なものとなっ

ております。

　２０ページ、款４、療養給付費交付金、

項１、療養給付費交付金、目１、療養給

付費交付金は、前年度に比べ５．２％、

約１億９２万円の増となっております。

これは、退職被保険者等の増及び老健拠

出金負担分の増に加え、概算払い分が過

交付となったことが主なものとなってお

ります。

　款５、府支出金、項１、府負担金、目

１、高額医療費共同事業負担金は、前年

度に比べ７．９％、約３０６万円の減で、

高額医療費共同事業拠出額の４分の１の

交付を受けております。

　項２、府補助金、目１、事業助成補助

金は、前年度に比べ１８．９％、約２６

４万円の減となっており、収納率向上対

策に係る補助金の減が主なものでござい

ます。

　目２、老人医療波及分補助金は、対象

費用額の減少等に伴い、前年度に比べ１

２．６％、約３６万円の減となっており

ます。

　目３、障害者医療波及分補助金は、増

加率の変更等に伴い、前年度に比べ１４．

１％、約８１万円の減となっております。

　目４、府財政調整交付金は、前年度に

比べ４２．６％、約１億８６５万円の増

となっております。

　款６、共同事業交付金、項１、共同事

業交付金、目１、共同事業交付金は、前

年度に比べ２７．５％、約５，１９９万

円の減となっております。これは、１件

８０万円以上の高額医療費４６４件を対

象に交付を受けたものでございます。

　目２、保険財政共同安定化事業交付金

は、医療費３０万円以上に係る、府下市

町村国保による共同事業で、昨年１０月

から実施されており、約３億１，８２７

万円の交付を受けたものでございます。

　款７、繰入金、項１、一般会計繰入金、

目１、一般会計繰入金は、前年度に比べ

１．５％、約７０９万円の増となってお

ります。これは、国保運営に係る人件費、
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事務費等の職員給与費等繰入金で約２６

１万円の減、出産育児一時金繰入金で約

８７６万円の増などが主なものとなって

おります。なお、被保険者一人当たり繰

入額は１万５，１０４円となっておりま

す。

　２２ページ、目２、保険基盤安定繰入

金は、前年度に比べ１３．２％、約４，

１４５万円の増となっております。

　款８、諸収入、項１、市預金利子、目

１、市預金利子はございません。

　項２、雑入、目１、一般被保険者第三

者納付金、目２、退職被保険者等第三者

納付金は、交通事故等による第三者納付

金でございます。

　目３、一般被保険者返納金、目４、退

職被保険者等返納金は、社会保険加入等

による国保資格喪失後の受診に係る返納

金でございます。

　続きまして、歳出でございますが、２

４ページ、款１、総務費、項１、総務管

理費、目１、一般管理費は、前年度に比

べ２．８％、約２９２万円の減額となっ

ており、職員給与、手当の減が主なもの

となっております。

　２６ページ、目２、連合会負担金は、

前年度に比べ０．３％の増となっており

ます。

　目３、市町村部会負担金は、昨年度と

同額となっております。

　項２、徴収費、目１、賦課徴収費は、

前年度に比べ０．５％、約１９万円の増

となっております。

　項３、運営協議会費、目１、運営協議

会費は、前年度に比べ１．６％の減となっ

ております。

　款２、保険給付費、項１、療養諸費、

目１、一般被保険者療養給付費は、前年

度に比べ０．２％、約６２２万円の減と

なっております。一人当たりの保険者負

担額は１３万６，４６６円で、前年度に

比べ２．２％の増となっており、診療報

酬請求明細書件数は２０万１，９８１件

でございます。

　目２、退職被保険者等療養給付費は、

退職被保険者の増加に伴い、前年度に比

べ１２．１％、約２億１，０９６万円の

増となっております。一人当たりの保険

者負担額は２９万６，３１５円で、前年

度に比べ５．５％の増となっており、診

療報酬請求明細書件数は１１万８，１９

４件でございます。

　目３、一般被保険者療養費は、前年度

に比べ１１．８％、約１，０４７万円の

増となっております。一人当たりの保険

者負担額は４，７４１円で、前年度に比

べ１４．４％の増となっており、支給件

数は１万１，６８６件でございます。

　目４、退職被保険者等療養費は、前年

度に比べ１８．５％、約９３２万円の増

額となっております。一人当たりの保険

者負担額は９，０７０円で、前年度に比

べ１１．４％の増となっており、支給件

数は５，７１０件でございます。

　２８ページ、目５、審査支払手数料は、

前年度に比べ５．８％、約９５万円の増

となっております。件数は３３万６，５

５０件分でございます。

　項２、高額療養費、目１、一般被保険

者高額療養費は、前年度に比べ７．８％、

約２，３１７万円の減となっております。

支給件数は３，７２６件、１件当たり７

万３，７７３円で、前年度に比べ１５．

７％の減となっております。

　目２、退職被保険者等高額療養費は、

前年度に比べ８．５％、約１，３９７万

円の増となっております。支給件数は３，

０４５件、１件当たり支給額は５万８，

７９１円で、前年度に比べ１６．１％の

減となっております。
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　項３、移送費、目１、一般被保険者移

送費及び目２、退職被保険者等移送費は

執行いたしておりません。

　項４、出産育児諸費、目１、出産育児

一時金は、支給件数１０６件となってお

ります。

　項５、葬祭諸費、目１、葬祭費は、支

給件数４３２件となっております。

　項６、精神・結核医療給付費、目１、

精神・結核医療給付金は、前年度に比べ

４８．８％、約２５０万円の増となって

おり、支給件数は６，０１５件、１件当

たり１，２７２円を給付しております。

　款３、老人保健拠出金、項１、老人保

健拠出金、目１、老人保健医療拠出金及

び目２、老人保健事務費拠出金は、いず

れも社会保険診療報酬支払基金に拠出を

いたしたもので、前年度に比べ９．６％、

約１億９，５９３万円の減となっており

ます。

　なお、本市の平成１８年度平均老人加

入割合は、老人保健医療制度への移行が

停止されているため、前年度より０．５

％減の１４．７％となっております。

　款４、介護納付金、項１、介護納付金、

目１、介護納付金は、第２号被保険者一

人当たり４万７，５７８円の拠出金で、

前年度と比較して、一人当たり２，５２

４円、５．６％の増となり、加えて、前々

年度、確定拠出分について、約１，６９

１万円の追加拠出が必要となりましたの

で、総額では、前年度に比べ０．１％、

約３２万円の増となっております。

　３０ページ、款５、共同事業拠出金、

項１、共同事業拠出金、目１、高額医療

費共同事業医療費拠出金は、８０万円以

上の高額な医療費の再保険事業として拠

出したもので、前年度に比べ９．７％、

約１，４８４万円の減となっております。

　また、目４、保険財政共同安定化事業

拠出金、目５、保険財政安定化事業事務

費拠出金は、昨年１０月から実施された、

３０万円以上の医療費の再保険事業とし

て拠出したもので、約３億５，０８２万

円の皆増となっております。

　款６、保健施設費、項１、保健施設費、

目１、保健衛生普及費は、前年度に比べ

９２．８％、約９６９万円の増となって

おります。この主な要因は、昨年度から、

国保の被保険者で３０歳代の基本健康診

査を実施いたしましたことに伴うもので

ございます。

　３２ページ、款７、諸支出金、項１、

償還金及び還付加算金、目１、一般被保

険者保険料還付金は、１７０世帯分、目

２、退職被保険者等保険料還付金は、１

０世帯分の過年度分保険料を還付いたし

ております。

　目３、償還金は、平成１７年度事業の

確定に伴い、超過交付分の療養給付費負

担金約１，４５６万円、療養給付費交付

金約１億１，４６１万円が主なものでご

ざいます。

　款８、予備費につきましては執行いた

しておりません。

　款９、繰上充用金、項１、繰上充用金、

目１、繰上充用金は、平成１７年度の不

足額を補てんしたものでございます。

　以上、決算内容の補足説明とさせてい

ただきます。

○安藤委員長　説明が終わり、質疑に入

ります。

　南野委員。

○南野委員　国民健康保険特別会計の決

算から、二つお聞きしたいんです。

　まず、１点目に、平成１８年度の国民

健康保険の財政についてお聞きしたいと

思います。

　医療技術の高度化や急速な高齢社会の

進展により、医療費が年々増加する中、

－�9�－



国民健康保険事業は、制度的に財政基盤

が脆弱なため、大変厳しい財政運営を強

いられている状況の中、１８年度の収支

は７，８５６万１，０００円の黒字になっ

たということでありますが、決算概要に

も歳入歳出の増減が書かれておりました

が、この点、できたらわかりやすく説明

していただきたいのが１点と。

　もう１点は、しかしながら、累積収支

においては１億９，１７５万８，０００

円の赤字であり、今後、赤字解消に取り

組んでいかれるということでございます

が、どのように取り組んでいかれるのか、

お聞かせ願いたいと思います。

　もう１点は、決算概要の１８７ページ

の保健施設事業についてでございます。

　ここに、健康まつり委託料、保健セン

ター健康推進委託料、胃がん検診委託料、

基本健診委託料ということでございます。

市民健康まつりや各種検診の受診勧奨、

食生活指導、健康体操教室等を行い、疾

病の予防を図る。３０歳代の国保被保険

者に対し基本健診を実施するということ

で、備考にも書かれておりますけれども、

ちょっと整理するという意味で、事業に

対してどのような業務内容で、結果、実

績はどうであったのか、この点をお聞か

せいただきたいと思います。

○安藤委員長　野村課長。

○野村国保年金課長　まず、国保の財政

状況ということで、１８年度、単年度で

は黒字という形になっておりますが、そ

の中身についてでございますが、まず、

歳出の部分で申しますと、保険給付費が

決算で約２億８，０００万円ほどの残が

出たというのが一番大きいんですが、あ

と、歳入の方におきましては、保険料収

入が予算額よりは１億７，０００万円ほ

ど減となったものの、国庫支出金や療養

給付交付金等々の増が見込まれたという

中で、単年度の黒字という形にはなって

おります。

　しかしながら、療養給付の交付金であっ

たり、国庫の支出金の中での療養給付負

担金の部分におきましては、５月末の出

納閉鎖時点では概算払いでの状況でござ

います。この部分につきましては、例年、

翌年度の補正予算ということで議会の方

にお願いしておりまして、１８年度にお

きましても、そのあたりで、精算分で、

トータル約１億３，０００万円ほどの返

還というのがありますので、トータル的

に見ますと、単年度でもなかなか厳しい

状況になっております。

　そして、次に、累積赤字の解消方法と

いうことで、国保特会の経営努力という

ことで、今後も行っていきたいと思って

おります。その中身につきましては、例

えば、経営努力という中でございますが、

歳出におきましては、当然、保険給付費、

医療費の支払いであったり、老健の拠出

金や介護納付金等々につきましては、正

直、保険者の方でコントロールできるも

のではございませんので、経営努力とい

う面におきましては、当然、歳入面での

努力になってくるかなと。この中におき

ましては、保険料の適正賦課ということ

で、１８年度より、保険料の料率につき

ましても、歳出、医療費等の支払いに応

じた保険料料率の設定ということで、１

８年度よりさせていただいております。

　あと、適正賦課という中では、やはり

保険料そのものが、前年度の所得に応じ

て保険料を賦課させてもらうというとこ

ろがございますので、今、力を入れてい

るというのは、前年度の所得の申告がな

されていない世帯というのがございまし

て、その分につきましては、その中で多々

あるのが、前年度、所得がなかったので

申告していないというような状況もござ
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います。その場合につきましては、申告

いただくことによって、法定軽減と申し

まして、前年度の所得に応じて保険料の

７割、５割、２割を減額する制度がござ

いますので、その適用を図っていく中で、

適正な保険料の設定、そして、その軽減

部分につきましては、国、府、市から基

盤安定の繰入金という形での財政補てん

という制度がございますので、そのあた

りを使っていきながら、歳入の確保にも

努めていきたいと。

　次に、２点目の、保健事業の委託の内

容と結果ということでございます。

　保健センターへの健康推進委託事業と

いうのは、主に健康サークルであったり、

市内の健康サークル等に講師の派遣の費

用であったり、健康についての普及活動

を保健センターをベースにして行うと。

そして、３０歳代の基本健康診査という

ことで、この分につきましては、１８年

度から実施しておるわけでございますが、

一般会計の方で見ますと、健康推進課の

方で、老人保健法に基づく健診というこ

とで、毎月、誕生月健診ということで実

施はされております。その中に乗っかっ

た形となりますが、国保の３０歳代の被

保険者の方に、誕生月健診の受診を勧奨

する意味で、誕生月の２か月前にはがき

で案内をすると。そして、受診をしてい

ただくと。ひいては、これによって健康

への意識の啓発と、そして、病気等の早

期発見・早期治療に努めるということで、

それが、ひいては、将来、国保の保険給

付費の伸びを少しでも抑えられるような

一助になるんではないかなと、こう考え

ております。

　あと、胃がん検診の委託料につきまし

ては、健康まつりの実施にあわせまして、

当日、胃がん検診等を実施しているとい

うような状況でございます。

　そして、それぞれの件数でございます

が、胃がん検診の受診につきましては４

８名、大腸がんにつきましては６２名と

いうことで、当日、１１０名の受診がご

ざいます。

　そして、３０歳代の基本健診につきま

しては、受診件数が７４１件でございま

す。この分につきましては、勧奨はがき

の送付から見た受診率にいたしまして、

約２２．３％となっております。

○安藤委員長　南野委員。

○南野委員　１点目の、平成１８年度の

国保の財政と今後の取り組みについてと

いうことで答弁いただきましたけれども、

さまざまな観点から、赤字解消に向けて

の取り組みをしていただいているという

ことでございます。健全な財政運営を図

るという意味で、大きなかぎの一つは、

納付率の向上であるということで私自身

は認識しておるんですけれども、国民健

康保険の基本的な部分であります病気や

けがに備えて、加入者がふだんから保険

料を負担し、いざというときの医療費補

助に充て、私たちみんなの医療費の負担

を軽くしようという助け合いの制度です。

この根っこの部分を、改めて周知いただ

くことが本当に今大事であると思います。

全国的にも、若い世代の方の納付率の低

下が懸念されていることなどから、あら

ゆる方法を検討いただいて、周知徹底を

お願いしたいと思います。

　これは要望としておきます。

　それと、２点目の、保健施設事業につ

いて、ご答弁いただきましたけれども、

新たな取り組みとして、３０歳代の国保

被保険者に対しての基本健診の実施とい

うことで、先ほど答弁いただいた中では、

検診率もちょっと低かったという認識で

ございます。ここに書いております、胃

がん検診、基本健診も含めてですけれど
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も、がんあるいはほかの病気に対しても、

早く早期に発見して、早期に治療するい

うことが本当に大事であると思います。

私も、サラリーマンのときには、仕事中

に検診に行ったことがあるんですけれど

も、なかなか国保に加入されている被保

険者の方というのは、自営業の方であっ

たり、また、働いておられる主婦の方で

あったり、さまざまな条件で、なかなか

診察に行けないというのが現状でござい

ますけれども、その辺を、健康推進課と

しっかり連携をとっていただいて、より

多くの方が検診できるように、今後取り

組んでいただきますように、要望として

おきます。

　以上でございます。

○安藤委員長　ほかに、質疑ございます

か。

　山崎委員。

○山崎委員　では、何点かお聞きしたい

と思います。

　国保と老健ということなので。

　まず、国保の方ですけれども、概要、

決算の方でも一緒なんですけれども、概

要の１７８ページ、決算の２１ページあ

たりですね。府支出金、交付金、繰入金、

こういった収入が、軒並みと言うたらお

かしいんですが、少し減ってきているん

ですけれども、この内容をちょっとお聞

かせいただきたいと思います。

　給付も、いろいろ退職者の方はふえて

るんですけれども、それ以外は減ってき

ているというようなことの関係なのかと

いうのを。

　それから、これが、国庫支出金の方は

ふえているというのをどういうふうに見

たらいいのか、ちょっとお聞かせいただ

きたいと思います。

　次に、概要でいくと１８２ページの、

先ほどの滞納の問題もあるんですけれど

も、賦課徴収の事業ですね、これの効果

の方をどう見ておられるのか、お聞かせ

いただきたいと思います。

　同じく、概要１８７ページで、保健施

設事業ですね、先ほど、３０歳健診もふ

やしたという報告もありましたけれども、

来年からは、この健診、保険者に義務づ

けられるということなんですけれども、

これ、保健施設の事業ですね、これが大

きくなってくるというか、保険会計に負

担をかけるということにならないのか、

ちょっと見通しなどもお聞かせいただき

たいと思います。

　あと、冒頭、南野委員も言われました

ように、単年度黒字という点で、保険料

については、どういうふうに適正賦課と

いうようなことの財政状況も考え合わせ

てなんですけれども、どう評価されてい

るのかということをお聞きしたいと思い

ます。

　それから、あと、先ほどの補足説明に

もありましたけれども、給付事業の方で、

決算書でいうと２７ページの、給付事業

があるわけですけれども、これについて、

２０万通とか１１万通とか膨大な数には

なるんですけれども、昨今、偽装とか、

それこそ過大請求とか、不正が横行する

ということもありますので、レセプトの

チェックというか、過大に請求されてい

るとか、お医者さんを信用せんわけでは

ないですけれども、そういう体制がある

のかどうか。

　それから、例えば、レセプトを皆さん

のお宅に送って、こんな医者に行った覚

えないよとかいうような告発みたいなの

とかがあるのかどうか、お聞かせいただ

ければと思います。

　そういう意味で、今回、給付の方も幾

らか下がってるんですけれども、医療抑

制とか、今、経済的な状況などで起こっ
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ていないのか心配なんですけれども。

　決算の２９ページの、精神・結核の療

養給付金の方が４８％大幅に上がってい

るということは、これも、障害者自立支

援とかの関係云々で、この精神病の方の

取り扱いが変わったのかどうか、この辺、

精神医療が上がってきている背景みたい

なものもあわせて聞かせていただければ

ありがたいと思います。

　老健の方です。

　これ、老健の方は、全体的に見ると、

実質的収支という意味では黒字というこ

とになっておるわけですけれども、一般

会計からの繰り入れなどもあるんですが、

これを今後の会計にどういうふうに反映

されるのかなということをお聞かせいた

だきたいと思います。

　以上です。

○安藤委員長　野村課長。

○野村国保年金課長　まず、１点目の、

府支出金や交付金等についてでございま

すが、その中で言いますと、まず、これ

は、国保の分にも関連するかもしれませ

んが、減っている中身で、高額医療の共

同事業の例えば負担金が減っているとい

う部分につきましては、これは、歳出の

方の高額医療の共同事業の拠出金にリン

クしている部分もございまして、そちら

の拠出金が減になると、逆に入ってくる

部分、その分の４分の１というか、計算

になっておりますので、やっていくよう

になってます。

　そして、その中の、府の事業助成補助

金等の減額につきましても、これは、１

７年度、都道府県調整交付金というのが

導入された段階で、徐々に調整交付金の

方の対象事業という形で、例えば、収納

率の向上事業などにつきましても、１７

年度までは、この事業助成補助金の中で

見ていただいてたんですが、１８年度に

ついては、都道府県の調整交付金の中で

見るというような中身がありまして、減

少になっておりますが、都道府県の調整

交付金の中で見ますと、前年度に比べま

すと、約１億８００万円ほどの増額とい

う形になっておりますので、減っている

理由としては、そのような拠出金が減っ

た関係で、共同事業の負担金が入ってく

るのも減ると。事業助成等については、

財政調整交付金の方に見られているよう

なところがございます。

　そして、交付金の中で、高額医療の共

同事業の交付金につきましては、これ、

８０万円以上の医療費に対する交付とい

う形になっております。

　実は、この交付金につきましては、平

成１５年度から１７年度までの間につき

ましては、７０万円以上の医療費につい

てがこの対象となっておったんですが、

１４年以前についても、８０万円であっ

たものが、この１８年度から、８０万円

以上の医療費が対象になるというような

形でなっておりますので、減少したのは、

若干そのあたりの影響もあるのかなと思

われます。

　あと、繰り入れの部分につきましての

減少部分と申しますのは、職員給与費等、

これは、国保の運営に係ります職員の人

件費であったり、事務費の部分でござい

ますが、こちらで、前年度と比較して約

２６０万円ほどの減となっております。

　それから、繰り入れの部分で言います

と、出産育児一時金や国保財政安定化繰

入金等につきましては、前年度より増額

となっております。

　保険料軽減分につきましては、前年度

より２９万９，０００円の減となってお

りますが、この部分については、基盤安

定繰入金の保険者支援分等々を含めた中

での保険料軽減の扱いとさせてもらって
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おります。

　そして、国庫支出金がふえているとい

う部分でございますが、ふえていると申

しましたのが、前年度の決算と比較する

と減という形ですが、１８年度の予算に

計上させてもらった額から見れば増となっ

ているという形で、この部分につきまし

ては、主に調整交付金の増と。ただ、減

の要因として、療養給付費の負担金とい

う部分が、歳出で言いますと、保険給付

費の部分での負担割合が、国の税源移譲

の絡みで、その全体の中で、当初、１６

年度までが保険給付費の４０％が対象で

あったものが、１７年度が３６％、そし

て、１８年度からは３４％という形になっ

てきたことが主な要因かなと思われます。

　そして、２点目の、適正賦課というこ

とで、保険料についてでございますが、

この１８年度から、適正賦課ということ

で、見込まれる支出額に見合ったと申し

ますか、応じた保険料率設定という中で

運営をさせてもらっております。

　先ほど、翌年度に精算という部分はご

ざいますが、単年度で若干の黒字となっ

ているのは、保険料の設定に応じて、医

療費の支出から見ると、保険料の適正な

設定を行うことによって、従来、保険料

率を抑えていた部分による赤字という部

分が抑えられてきているのかなというと

ころかなと思っております。

　そして、保健施設事業の中での、来年

度、平成２０年度からの特定検診の実施

に向けて、会計的な見通しという中でご

ざいますが、この部分につきましては、

これからの２０年度の予算の査定の中で

出てくる部分かなと思われます。全体と

いたしまして、この１９年度までは、一

般財源の中で、老健法に基づいた市民健

診というのが実施されております。それ

が、２０年度から、４０歳から７５歳未

満の方については、各医療保険者が健診

を実施するというふうに義務づけられて

いると。基本的に、対象者の数としては、

ほぼ、国保の被保険者、社会保険に属さ

れている被保険者及びその家族の方の数

というのは、総トータルではそう変わら

ないのかなと思っております。変わらな

いというのは、今実施している市民健診

の対象者と変わらないのかなと考えてお

りますので、その中での財源運用になる

のかなというふうに考えております。

　そして、単年度黒字についてでござい

ますが、この部分については、先ほど、

南野委員さんからのご質問にもございま

したとおり、５月末の出納閉鎖時点にお

いては、単年度で見ると黒字という扱い

になっておりますが、翌年度で、国庫の

支出金であったり、退職者医療に係る交

付金の過払いはよくないんで、精算する

という形になっておりますので、そのあ

たりでご理解お願いしたいと思います。

　次に、医療費、保険給付費の中でのレ

セプトのチェックの体制でございますが、

この分につきましては、国民健康保険の

中では、まず、各医療機関からのレセプ

ト、診療報酬の明細書につきましては、

まず、審査支払い機関である大阪府の国

保連合会というところにレセプトが一た

ん集まります。そこで、まず一次的なレ

セプトの内容のチェック、審査が行われ

ます。当然、その中で誤りがあるものに

ついては医療機関に直接返されると。そ

の一次審査を通った分について、次に、

市町村の国保、私どもの摂津市の国保の

方にレセプトがきまして、市においても、

これは業務の委託という形で出しており

ますが、二次的にレセプトの内容審査、

チェックを行っております。と同時に、

職員による資格審査も行っております。

　この資格審査と申しますのは、国保の
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加入者が、社会保険なり転出などによっ

て摂津市の国保の資格を喪失されると。

喪失されても、まだ手続については喪失

日同時に手続が行われるわけではなくて、

若干日にちの誤差がございます。その間

に、手元には、まだ当然、摂津市の国民

健康保険の保険証をお持ちですので、そ

の保険証を使って医療機関で受診をされ

るというようなケースがございます。そ

ういう部分については、また、私どもの

方で医療費の返還請求とかいう形でさせ

ていただくんですが、その部分の資格の

チェックというのを事務局の方で行って

おります。

　ですから、レセプトの内容につきまし

ては、二重、三重のチェックと、資格に

ついても並行してチェックを行っている

という中で、不正請求等の防止に努めて

おります。

　そして、先ほども言いました、レセプ

トそのものを被保険者の方に送付するの

ではなくて、年６回、医療費通知という

ことで、私どもの方に到着しましたレセ

プトについて、内容について、医療費の

１０割の額について、受診月、受診者、

受診された医療機関名、日数、金額とい

うものを、年６回お知らせさせてもらっ

ております。その中で、市民の方から、

この機関での受診の覚えがないとかいう

ような問い合わせをいただいた分につき

ましては、これは、医療機関への指導の

権限というのが大阪府の方にございます

ので、その分につきましては、私どもの

方から大阪府の方に伝えまして、そちら

の方で指導を行っていただくという形に

なっております。

　そして、精神・結核医療費のアップの

原因についてでございますが、これは、

委員ご指摘のとおり、自立支援法の関係

で負担割合がふえると。その部分につき

まして、今、大阪府の全市町村の国保に

おいて、負担部分については、国民健康

保険の方で負担させていただいていると

いうような中身で、こちらの支出がふえ

ているというふうになっております。

　そして、最後に、老健会計についてで

ございますが、医療費の黒字になってい

る部分について、この先どうなるかとい

うことでございますが、基本的に、老健

の会計につきましては、まず赤字になら

ないようなシステムになっておりまして、

今回のように黒が出た分については、翌

年度で精算という形になっております。

基本的には収支とんとんという形の制度

になっております。

○安藤委員長　山崎委員。

○山崎委員　では、続けて質問をさせて

いただきます。

　最初の、交付金などの話ですけれども、

医療費が減るということは、その方向で

努力をされているわけですから、決して

いかんことではないんですけれども、私

たちは、医療抑制とか、この経済状況の

中で受診を我慢するというようなことが

起きないように、気をつけていただきた

いと思っております。

　そういう意味で、先ほど言ったように、

レセプトのチェックですけれども、苦情

とか告発があれば大阪府の方に上げると

いうのを聞きましたけれども、これは市

の方でありましたか、いうのをちょっと

お聞きしたいと思います。

　それから、精神病とか、精神科の方で

国保にも負担が回ってきているというこ

とで、国保としては、先ほどの、私も、

健康診断などもふえてくる背景を持って

いるのかなという気はしてるんですけれ

ども、保険料との関係では、単年度黒字

ということなんですが、繰上充用も１７

年分、２億７，０００万円から１８年分、
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来年、これ決算見れば、１億９，０００

万円になるということなので、そういう

意味でも努力をされているわけですけれ

ども、保険料については、昨年とことし、

２年間、連続に値上げというか、負担が

ふえる形になっているということを考え

合わせますと、何とか単年度黒字であれ

ば、値上げの必要はないんじゃないかと

私は考えるんですけれども、どう評価さ

れるのか、もう一度お聞きしたいと思い

ます。

　国保会計というのは、決してもうける

必要がないわけで、予定の償還というの

が基本的に行われていれば問題はないと

考えております。

　あと、何度も、この予算などでも聞か

せていただいてるんですけれども、短期

証や資格証の子どもの世帯への発行とか、

事情を考慮しているのはいつもお答えい

ただいているんですけれども、改めて、

どういう状況か、聞きたいと思います。

　特に、来年から後期高齢者の医療制度

が実施されますので、摂津市としては、

もう７５歳以上のお年寄りのいる世帯は

極力避けるよう努力されてきたと思うん

ですけれども、これが連合体の事業になっ

てくると、この努力が水泡に帰すという

ことになりかねないかと考えております

ので、市民への対応をどう考えておられ

るのか、お聞きしたいと思います。

　それにあわせて、老健の方なんですけ

れども、そういう意味で、これ、後期高

齢者の医療制度に移っていくとなると、

これ自治体、特に、老健法を解消される

ということで、この会計そのものが解消

されていくことになるのかなと思ってる

んですけれども、この繰り越しをお聞き

したのは、これ、少しでも老人医療の分

野で市民負担が避けられるよう、自治体

としても責任負っていかなくてはいけな

いと思うんですけれども、連合体は、共

産党、指摘させてもらってるんですけれ

ども、税金というか、一般財源がありま

せんから、保険料と支出金だけで賄わな

いといけないということなので、給付が

ふえれば、それがそのまま負担金という

か、市民負担にはね返ってくるという意

味では、大変だと思いますので、この連

合体への自治体からの、できれば残った

というか、負担金を支出していくことと

いうのを共産党は提案しているんですけ

れども、この老健法と後期高齢者医療保

険制度の関係というのをどう考えておら

れるのか、お聞かせいただきたいと思い

ます。

○安藤委員長　野村課長。

○野村国保年金課長　まず、１点目の、

医療費通知によって、市民の方から問い

合わせがあってという、俗に言う不正請

求につきましては、件数はちょっと集計

とっておりませんが、あることは事実で

ございます。

　そのある中での、実際には、受診とい

うことで、直接その医療機関には行って

おられないけれども、電話で問い合わせ

をしたりという分についても、受診扱い

になる場合もありますので、そういうケー

スもありますけれども、純粋にほんとに

行っていないとかいうようなケースも、

年間、数件はございます。その分につい

ては、本人様の同意をいただいた上で、

大阪府の方に指導の対象ということで、

私ども、報告はさせてもらっています。

　２点目の、保険料が２年連続改定とい

うことで、この部分について、単年度黒

字なのに必要があるのかどうかというと

ころでございますが、保険料率の設定に

つきましては、あくまでも当該年度に見

込まれる医療費が、拠出金等々の歳出か

ら、国、府、市等の負担金などを差し引
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いた部分で保険料というのが出てきます

ので、そこから保険料率というものを設

定させてもらっておりますので、単年度、

その当該年度においての設定という形に

なっておりますので、その辺はご理解い

ただきたいと思います。

　そして、短期証、資格証等で、子ども

さんのいる世帯についての対応というこ

とでございますが、以前からご質問とし

ていただいております。短期証、資格証、

両方発行させてもらっている趣旨は、未

納となっている保険料がある分について

の納付相談等の接触の機会ということで

させてもらっております。資格証につき

ましては、短期証もそうですが、法律で

この発行が義務づけられている中で、残

念ながら、本市の場合も収納率が１００

％ということではございませんので、ど

うしても該当される方はおられると。た

だ、その中でも、私どもといたしまして

は、極力、その世帯の実情等を知るべく、

特別な事情がある場合とかいうふうにつ

いては、お手紙等で案内させてもらって、

ある場合は、それを考慮した中での発行

としております。

　ただ、その部分で、手紙だけではなく

て、これは、実際に職員の方も、それぞ

れの世帯１軒ずつを家庭訪問する中で、

状況を見させていただいたり、極力接触

できるような努力は行っております。

　その中で、やむを得ず発行となるケー

スもございます。

　この部分が、先ほどの、平成２０年度

からの後期高齢者へどのような影響があ

るかという点でございますが、後期高齢

者の制度になりましても、保険料という

負担があると。そういう意味では、国保

が短期証、資格証を実施している保険料

の納付についての事情の把握であったり、

相談を行ったり、ひいては、加入者の公

平性等々を考える中では、後期高齢者の

医療保険制度においても、この制度は続

けていかれるという形になります。

　そして、最後に、老健会計の精算分に

ついて、後期高齢者の方へ繰り越しはで

きないかということではございますが、

先ほどもご答弁させていただいたとおり、

老健会計につきましては、基本的に、単

年度収支とんとんとなるような形という

形になっておりますので、黒字部分につ

いては翌年度で精算という形になってお

ります。

　また、後期高齢者の医療保険につきま

しても、大阪であれば、大阪府の後期高

齢者の広域連合が保険者となっておりま

すので、そちらが保険料の設定とかを行

う場合には、先ほど委員からもありまし

たとおり、保険料と負担金等で会計が組

み合わされるという形になっております。

○安藤委員長　山崎委員。

○山崎委員　何度も言いますから、これ

予算の方の話になってしまうのでやめま

すけれども、保険料については、料率、

これ考える際に、先ほどの答弁でも、国

の負担割合が、今、４４％から３４％ま

でずっと減らされてきてるんです。これ

国庫負担を減らして税源移譲ということ

なんですけれども、地方財政も厳しい。

税源移譲ということであるならば、税収

の相当分を、国保会計いうものがしっか

りと、市当局というか、市の財政にも、

これは本来ならくるべきお金だというよ

うなことは要求していって、市民負担に

転嫁しないというふうに考えてもらって、

料率をぜひ考えていただきたいと思いま

すので、要望といたします。

　よろしく。

○安藤委員長　暫時休憩します。

（午前１１時４７分　休憩）

（午後　１時　　　　再開）
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○安藤委員長　再開します。

　山崎委員から、先ほどの質問について、

少し補足で発言をされるということです。

　山崎委員。

○山崎委員　すいません、午前中の発言

で、言葉足らずのところがあったかなと

思うので、補足をさせていただきたいと

思います。

　老健の部分で、私、後期高齢者の医療

保険制度について、共産党として、後期

高齢者の医療保険制度の負担を軽くする

何らかの軽減策をとっていくべきだとい

うことを提案しているというのであって、

私の発言の中で、老健の残りを回せとい

うような形になったというわけではあり

ませんので、その辺をちょっと補足させ

ていただきたいと思います。

　国民皆保険制度のもとでは、老健も国

保も、すべての人が受けられる社会保障

の制度であるということをしっかり離さ

ずに運営していただけるようにというこ

とで、よろしくお願いいたします。

○安藤委員長　それでは、質疑に移りま

す。

　上村委員。

○上村委員　そうしたら、私の方から、

さきの南野委員、または山崎委員に関連

しての質問でありますけれども。

　まず、１点は、摂津市の医療費という

ものの伸びというか、現状をどういうふ

うにとらまえておられるのかということ

を、まず最初にお聞かせ願いたいと。

　これ、医療にかかわって、摂津市民が

支払った額といいますか、総医療費にか

かわる医療がどうなっているのかなとい

うことを、多分、伸びてきてるんじゃな

いかなという思いがあるんですけれども、

実際はどうなのかということをまずお聞

かせください。

　それと、先ほど、退職被保険者の保険

料ということでお話あったんですけれど

も、ここにきて非常に増加してきている

んではないかな思ってますし、実際、前

年度から見ると、約１億円ほどふえてき

ているのではないかと思ってますし、ま

た、団塊の世代が退職をされて、これか

ら国民健康保険に加入してくる人がふえ

るんではないかと予想されますし、その

ことが、今後の摂津市の国保の運営にど

う影響をするのかという考えを持ってお

られるのかということをまずお聞かせく

ださい。

　それと、先ほど、国保財政運営につい

て、単年度の収支が黒字であったという

お話がありましたけれども、先ほど、そ

の分析を伺ったんですが、再度、なぜこ

の７，０００万円の黒字になったかとい

う原因分析をきっちりとお聞かせくださ

い。

　それと、摂津市の１７年度の繰上充用

が２億７，０００万円ということで、赤

字がこのまま積み残されてきておったん

ですけれども、今年度、１８年度決算で

は、７，０００万円を引いて、１億９，

０００万円ほどの赤字に縮小はされてき

ておるんですけれども、このことについ

て、この赤字額について、どういうふう

に考えておられるかということをお聞か

せください。

　それと、繰入金ということで、法定外

繰り入れを２億７，０００万円ほどしと

るわけですけれども、ここ数年、ずっと

２億７，０００万円ということできてお

るわけですけれども、今年度は単年度黒

字になったわけですけれども、このこと

は、この繰り入れについて、どういうふ

うに考えておられるのかということをお

聞かせください。

○安藤委員長　野村課長。

○野村国保年金課長　まず、摂津市の国

－�18�－



民健康保険に係る医療費の動向でござい

ますが、この５年間の医療費、医療と申

しますか、療養諸費と申しまして、医療

費として療養費、療養費と申しますのは、

国保に入っておられる方が、保険証を何

らかの理由で持たない、例えば、旅行に

行って、保険証を持っていなかったため

に、１０割一たん負担されたけれども、

後で現金でお返しすると、そういう分と

か、コルセットとかの装具についても、

保険扱いにして、後刻、現金でお返しす

ると。現金でお返しする部分が療養費と

いう扱いになっております。あと、柔道

整復師の関係等々を含めた療養部分を療

養諸費と申しますが、それにかかわりま

す部分が、国保の全体で申しますと、平

成１４年度が約９３億１００万円と、１

５年度が１０１億７，９００万円、平成

１６年度が１０８億５，２００万円、平

成１７年度が１１１億９，６００万円、

平成１８年度が１１２億２，３００万円

ということで、伸び率で見ますと、１４

年から１５年が約９．４％の増、１５年

と１６年を比較しますと６．６％の増、

１６年と１７年を見ますと約３％の増と、

１７年と１８年につきましては０．２５

％の増という形で、委員ご指摘のとおり、

医療費については年々増加の傾向である

かなと考えてます。

　そして、２番目の、退職被保険者等の

増加、特に、今後、団塊の世代等の国保

への加入等によって国保運営にどのよう

な影響を与えるかという部分でございま

すが、退職者医療制度と申しますのは、

制度上、結論的に申しますと、収支とん

とんの均衡を図れるような制度となって

おります。

　この中身につきましては、退職者に係

る医療費の支払いを国保で行うわけです

が、その支払った医療費のうち、退職者

の保険料収入で賄う部分と、当然、残り

の部分というのが出てくるわけでござい

ますが、その部分については、診療報酬

の支払基金より、療養給付費交付金とい

う形で国保の方に入ってきますので、基

本的には収支とんとんになると。

　ただ、出納閉鎖等の会計を閉める関係

によりまして、交付金につきましては、

当初、概算で交付されてくるというもの

があって、翌年度で精算という形になり

ますので、ある時点をとらえれば、収入

が支出より多い、または少ないという状

況は生まれますけれども、翌年度で精算

という形になっておりますので、このあ

たりを考えますと、退職被保険者がふえ

ることによる影響というのは、直接、国

保にはないと考えていいのかなと。

　そして、３点目の、黒字の分析でござ

いますが、この部分につきましては、ま

ず、１８年度の会計において、先ほどの

質問にありましたとおり、１７年度の繰

上充用というのが２億７，０００万円ほ

どございますので、それは累積という形

で持ち越しとなっておりますが、１８年

度のみを見てみますと、これは１８年度

の予算額との比較になりますが、国庫支

出金が約８，５００万円ほどの増、療養

給付費交付金が２，２００万円ほど増加

しておると。保険料収入は、当初予算よ

り１億７，０００万円ほどの減になって

おりますが、歳入ベースで申しますと、

当初予算と比較しますと約５億円ぐらい

の減にはなっております。ただし、歳出

の方で、保険給付費が約２億９，０００

万円ほどの減となっております。

　累積で見ますと、１億９，０００万円

ほどの赤字という形になるわけでござい

ますが、そこから１７年度の繰上充用金

２億７，０００万円を差し引くと、約７，

０００万円ほどの単年度黒字となってお

－�19�－



ります。

　しかし、この分については、先ほども

答弁させていただいておりますが、療養

給付費等の国庫支出金並びに退職者医療

に係る交付金の過払いというのが発生し

ておりますので、その部分が約１億３，

０００万円ほどに上りますので、そこを

含めて見ますと、表面上、黒字という形

ですが、実際には、差し引いた約７，０

００万円弱の赤字という形になろうかと

思われます。

　そして、繰入金、法定外の部分につい

て、出納閉鎖時点での黒字を考えて、そ

の辺の今後の考え方というところでござ

いますが、１８年度、単年度は黒字とい

う形でございますが、累積では、１億９，

０００万円という赤字になっている状況

でございますので、その状況において、

保険料の収入という部分についてはやっ

ぱり大きな意味がございますが、この法

定外の繰入金がなくなるとなると、日々、

窓口の状況等を見てますと、やっぱり保

険料の支払いについての納付相談という

のがかなりあるということと、累積の赤

字というのがなお継続しているという状

況の中では、一定の繰り入れについてな

くしていくというのは、今の時点ではちょっ

と難しいかなと考えております。

　もう１点、赤字解消についてというこ

とでございます。

　この点につきましては、先ほどもご質

問いただいた中で、若干答弁重なるかと

思いますが、なかなか国保の特別会計に

おいては、歳出のコントロールというの

は非常に難しい。その中で、歳入の確保

という部分においては、適正賦課におい

て、申告をいただくとかいう中で、軽減

等に係る部分については、国、府、市か

らの基盤安定の収入等、確実に得ていけ

るような形で行っていき、なおかつ、保

険料の設定につきましては、この１８年

度から行ってますとおり、見込まれる医

療費等から算出された適正な保険料率と

いうのを今後も実施してまいりたいと思っ

てます。その中で赤字の解消を行ってい

こうと思ってます。

○安藤委員長　上村委員。

○上村委員　ありがとうございます。

　そうしたら、まず、医療費の伸びとい

うことで、今報告ありましたように、平

成１４年からすると大幅に伸びておると

いうことで、毎年、ばらつきはあります

けれども、５~６％の伸びという気がし

ますし、１４年度からしますと約２０％、

トータルで伸びとるいうことがあります。

　その中で、原因分析というか、どういっ

た疾病がたくさん発生しているのかなと

いうことと、傾向みたいなものの分析は

できるのかということと、されているの

かということと、もしされてたら、どう

いったことで伸びてきているのかなとい

う原因分析をされているのかということ

と、されてたら、その内容について報告

をいただきたいということ。

　それと、退職者分については収支がと

んとんになるということでありましたけ

れども、実際、摂津市の場合、きっちり

収支がとんとんになっているのかという

ことを教えてください。

　それと、単年度収支の黒字化と赤字解

消ということでありますけれども、実際

は７，０００万円の単年度収支で黒字に

なったということでありますけれども、

過去の積み残しの赤字が２億７，０００

万円あって、今回、差し引くと１億９，

０００万円に赤字額が減ったということ

であります。結果的には減ってきたわけ

ですけれども、この赤字の解消というこ

とで、先ほど、この委員会が始まる前に、

会計検査員の指摘で、見解の相違があっ
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て、返還金があったという会計検査の指

摘がありましたけれども、こういった赤

字の積み残しについて、国もしくは府の

方から、是正勧告というか、何とかしな

さいみたいなことはないのかどうか。こ

れを隠れ借金といいますか、市民の方は、

１億９，０００万円も借金があるとは知

らないでしょうし、そういったことが放

置されていていいのかということで、そ

ういった意味での、国もしくは府からの

指導みたいなことはないのかどうか。こ

のままずっと赤字をふやしていっていい

ものかどうか、赤字が出たら出っ放しで

ほったらかしにしておくとか、そういう

ことでええのかどうか、そのことは、ま

ずあってはならないことだと私は思うん

ですけれども、これが、夕張などは隠れ

借金があって、財政再建団体になったん

ですけれども、こういう借金がどんどん

膨れていって、いざ、市民にお見せする

ときに、いや、実はこんなたくさん借金

があったんですよということを説明でき

ないでしょうし、やっぱりこんなことは

きっちり市民にお知らせすることも必要

ではないかなと思ってますけれども。

　そういった意味で、国もしくは府から

そういった指導はないのかどうかという

ことをお聞かせください。

　それと、繰入金ですけれども、法定外

繰り入れということで２億７，０００万

円きてます。おかげで摂津市の国民健康

保険の保険料は安く抑えられるというふ

うに私は思っとんですけれども、実際、

大阪府下で、１９年度で見てみますと、

下から５番目か６番目、１８年度が下か

ら４番目だったんですけれども、１９年

度は下から５番目になるような金額でき

てます。いざ、市民の皆さんに、摂津市

の国保料はどうですかと聞いたときに、

ほとんどの人が高いと答えるんです。摂

津市の国保は高い。いや、そうじゃない

んですよ、大阪府下では、下から安い方

でしとるんですよと言っても、なかなか

納得してもらえない。いや、そんなこと

はない、高いですと。２億７，０００万

円も一般会計から補てんしておきながら、

そういった市民感覚的には、そういった

言葉が返ってくるということで、本当に

これ２億７，０００万円というお金が、

私にすると、本当は感謝を市民からする

ことが必要ではないかなというふうに思

とるんですけれども。

　そういった意味で、このことがもっと

有効に市民の皆さんに感謝されるような

お金の使い方があるんではないかなとい

うふうに思っております。

　摂津市の医療にかかわる福祉というこ

とでは、乳幼児の医療費の助成もしてま

すよね。あと、障害者の医療費の助成、

それと、老人の医療費の助成、ひとり親

家庭の医療費の助成という形でしとるわ

けですけれども、その総額が４億８，０

００万円ほど医療費の助成をされてます。

　この２億７，０００万円の一般会計か

らの繰り入れということで、もっとそれ

特化した医療費の助成をすべきではない

かなというふうに思ってますし、その方

がより市民に感謝されるんではないかな

と思ってます。

　また、一方で、医療費の増加の原因分

析をされた場合、どういった病気がたく

さん発生しておるのかなというのがわか

れば、そういった予防的なことにもお金

を使った方が、より得策ではないかなと

思ってますけれども、そこら辺も含めて、

もう一度お聞かせ願います。

○安藤委員長　野村課長。

○野村国保年金課長　医療費の伸びの分

析、まずその１点目でございますが、こ

の部分につきましては、実は、今、平成
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２０年度からの保険者の義務づけである

という特定検診の実施計画の策定の作業

を行っておりまして、その中で、今、そ

の医療費の分析というのを現在行ってお

るところでございまして、今の時点で、

正直、まだ正確な把握はできておりませ

ん。

　ただし、その分析を行った中で、やっ

ぱり摂津市での疾病の傾向というものを

把握する中で、今後の保健活動の方には

反映させていきたいなとは考えておりま

す。

　そして、２点目の、退職者医療につい

て、収支とんとんという中で、実際の収

支はどうかというところでございますが、

まず、本年度の６月に、療養給付費交付

金の精算分ということで、１億２，００

０万円の補正をお願いいたしたところで

ございます。その精算額につきましては、

６月以降ですが、診療報酬の支払基金と

の協議・調整を行う中で、最終、約８，

７００万円ほどの精算ということで、返

金するという形になっております。とい

うことは、逆に申しますと、それだけ１

８年度の退職者医療に係る交付金をいた

だき過ぎておったということになります

ので、その部分については、返金するこ

とによって収支均衡を図るというような

形になっております。

　３点目に、赤字解消について、国や府

から指導というのがないのかどうかとい

うご質問でございますが、この点につき

ましては、国の方からは、各都道府県の

方に、赤字団体について、その運営状況

等を把握する中で、適正な運営に努めて

いくようにという国からの通知はござい

ます。それに基づきまして、大阪府の方

から、毎年ではないんですが、２、３年

に一度、その赤字団体の国保の運営状況

についての、これは指導という形ではな

いんですが、運営の実態等の事情聴取が

あったり、協議というものは行われてお

ります。

　直近ですと、摂津市の方でも、実は、

１８年度に、大阪府から、国保運営の事

務打ち合わせということで、一日来られ

ました。その中では、赤字解消に向けて、

どのような運営を行っていくかというよ

うなヒアリングというような形でござい

ました。なお、そちらの方では、先ほど

もご答弁申し上げましたが、保険料の適

正賦課というのが一番大きなところかな

と。

　そして、歳出については、医療費につ

いてはコントロールできないとは言った

ものの、やっぱり過誤請求があったりと

いう部分について、レセプトのチェック

ということで、そのあたりに重点を置い

た業務を行っていくいうことでは、説明

はさせてもらっております。

　最後に、法定外の繰入金２億７，００

０万円について、これだけ投入していた

だいておりますが、市民からは、国保料

が高いということで、保険料の軽減のた

めの繰り入れがされているというところ

が、なかなか実感として伝わっていない

のじゃないかということでございます。

　この点につきましては、私ども、今現

在、毎年、広報の方で、国保の運営状況

ということで、国保の決算状況等を特集

号で一回組んでいただきました中で、会

計の内訳であるとかいうものを、一応掲

載させていただいております。その中で

も、被保険者一人当たり幾らの税が投入

されて、保険料の軽減を図っているとい

うような文章的なものも入れさせてもらっ

ておるんですが、今、委員からご質問が

あったように、なかなか市民としては実

感がないという中では、そのあたり、広

報の内容等ももう一度検討した中で、こ
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の２億７，０００万円という税が投入さ

れているということも説明していきたい

と考えております。

○安藤委員長　上村委員。

○上村委員　医療費の伸びについては、

今、原因を分析中ということでございま

すので、そのことはきっちり調べていた

だいて、やはりなぜ伸びてきているのか、

きっちり原因を調べていかないと、また

対策というか、国保が対策を打つわけで

はないんですけれども、摂津市の健康推

進課等々と連携しながら、やはり摂津市

民全体の健康づくり、病気にならない方

法等々も含めてタイアップしていってほ

しいなと思ってますので、そのことはきっ

ちり分析してほしいということを要望し

ておきます。

　退職医療につきましては、収支がとん

とんになるということでございましたけ

れども、この動向については、今後も注

目していきたいと思いますので、またよ

ろしくお願いします。

　それと、単年度収支ということと赤字

解消ということで、お話、今伺ったんで

すけれども、国もしくは府の方からは、

そんなにとりたてて言われてないという

ことは、市にすべての責任をお任せしと

るということの裏返しなんです。だから、

市できっちり財政運営をしてくださいよ

と。あとは、もうそこの部分は摂津市全

体の財政の中で考えていってくださいと

いうことの裏返しではないかなと思って

ます。そういった面で、摂津市に責任が

あるということですよね。

　しかし、摂津市の一般会計についても、

１８年度決算では、経常収支比率が好転

して１００％を切りましたけれども、し

かし、実質公債費比率が３か年平均で２

５％を超えて、新たな借金はできないと

いう、非常に厳しい財政状況の中で一般

会計は運営しているということでありま

す。

　そういった中で、国保会計のところで、

繰り出しをしながらしていくことが、本

当に摂津市のためになるのかどうか。こ

れは、国保年金課、国保担当者では答え

にくいと思いますので、これは、部長か、

もしくは副市長の方からお答え願いたい

と思ってます。

　それと、先ほど少し言いましたけれど

も、医療費の抑制ということと健康づく

りということでは、非常に関係しとる話

で、今は、かかった医療費の、病気になっ

たときの対応ということで、国民健康保

険制度があるわけですけれども、病気に

なる前の対応というのが、非常に今求め

られるのではないかと思ってます。まし

てや、この摂津市の南千里丘まちづくり

の中にも、健康というキーワードがうた

われてますし、そのことは、先般の一般

会計の中でもお話しましたけれども、やっ

ぱり健康づくりが日本に発信というか、

世界に発信できる、そういったまちをつ

くっていくということもうたわれてます。

　そういった意味では、摂津の健康づく

りそのものが、やはりきっちりと市民に

対して説明できるような対応が必要では

ないかなと思ってます。

　先ほどは、医療費の助成の、今、摂津

の福祉制度をお話しましたけれども、そ

れ以外にも、やはり今問題になっている、

産婦人科医の少ない例とか、やはりそう

いった誘致とかも必要ではないかと思っ

てますし、ましてや、医療現場のところ

では非常に激務があって、そういったと

ころも非常に大変な時代になってきてい

ます。

　そういった中で、摂津市が、医療行政

と健康づくりというものをどういうふう

にとらまえていくかということが、非常
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にこれから求められてきているんではな

いかなと思います。

　そういった意味で、２億７，０００万

円を、単なる国民健康保険料の軽減だけ

に充てるんじゃなくて、やはりそういっ

た健康づくり、もしくは特化した医療費

の福祉ということで進めていうことも必

要ではないかなと思ってます。

　そういった意味で、このことについて、

部長もしくは副市長の方から答弁をいた

だきたいと思います。

○安藤委員長　小野副市長。

○小野副市長　この議論は、いつも上村

委員からもそういうふうに指摘をされて

おる、こう承知しております。

　それで、国保年金課長も答えてますよ

うに、いきなり２億７千万円の法定外繰

り入れをなくすとなれば、これは一に国

保料ということになるわけでございます

ので、なかなかそうもいかないかなと。

　ただ、私、きょう聞いておりまして、

一つ思うのは、今、上村委員もおっしゃっ

ているように、これは、２００７年２月

に、厚労省が、この国保の収納率の持ち

直しというのは、市町村が差し押さえと

かコンビニ収納などが進んでいる結果だ

けれども、そういう、もっと負担の公平

性を考えれば、取り組みが不十分ではな

いかと、みんながおそらくこうであると

いうようなことも出ました。

　それで、私思いますのは、やはり毎年、

予算のときに言ってるんですが、これら

の現年収納率が９１％でございますから、

これが１％上がれば、単純にいけば３，

０００万円上がるということになるもの

ですから、このやはり収納率を、いつも、

国保と最終的にその話をしておるんです

けれども、収納率のアップにどう取り組

むかということが、やはり大きな視点だ

と思います。

　それと、もう一つは、今言われた、全

国の各地で、医者要らずといいますか、

国保料が減少であったり、健康づくりに

取り組んだ結果、国保の医療費が劇的に

下がったということ。これは、その地区

の市民病院とか公立病院とか、ドクター

との整合性いいますか、協力があっての

ことなんですが、諏訪にもそういうこと

があったと思いますし、そういう形を、

やはり今言われている健康づくり、お医

者さんにかからなくてもいいというよう

な、そういうことを本当に真剣に考えな

いと、いずれにしても少子高齢社会の中

での問題を考えますと、二つ目の視点は

そういうふうに思います。

　したがって、この二つ目の視点と、も

う１点思いますのが、今、委員言われて

ますように、病因分析の中で、具体的に

答えておりませんが、きちっとやはり健

康推進課の方と連携して、その分析と対

策がある程度とれるならば、これはもう

国保料の大きな一つの観点になるという

ふうに思います。

　こういうことを、繰り出し、繰り入れ

だけの関係だけで物言っとったんでは、

なかなかものが進みませんので、やっぱ

り今言いました収納率、健康づくり、今、

委員言われたように、療養諸費とかそう

いった中身の療養等の病因分析とその対

策がどうとれるかということを、私は、

時間がかかりますが、こういうことを三

つセットで、やっぱり真剣に本当に考え

る時期が来てるんではないかということ

を、きょうの委員会でも非常に痛感いた

しておりますので、先進事例のこともわ

かっておりますから、そういうことをや

ることによって、市民の健康は守れる、

そして、医療費も抑制できるということ

でございますから、そういったことの真

剣な取り組みを、いま一度、保健福祉部
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とも議論して、健康推進課とも議論して、

そこをネットワークする中で、取り組み

がどうできるかということを、真剣に今

後の形として考えていきたいなというこ

とを、きょうの委員会審議についても思っ

ておりますので、そういう取り組みを、

一歩、二歩進めるように努力をしてまい

りたいなと思ってるところでございます。

○安藤委員長　上村委員。

○上村委員　最後になりますけれども、

副市長から答弁ありましたけれども、や

はり市民本位というか、市民が一番、大

変感謝されるというか、健康であるとい

うことが一番感謝されるんではないかな。

そのことを支援するということが、病気

になったからいうことで喜ぶ人はだれも

いてないでしょうし、病気にならないた

めに、摂津市として何ができるかと、何

をしてあげられるかということが市民本

位ではないかなと思ってますので、その

ことも、十分、今の副市長の答弁の中で

感じられましたので、ぜひとも前向きに

そのことを実施していきたいと思ってま

すので、よろしくお願いします。

○安藤委員長　ほかに質問ありませんか。

　以上で質疑を終わります。

　暫時休憩します。

（午後１時３８分　休憩）

（午後１時４１分　再開）

○安藤委員長　再開します。

　認定第８号の審査を行います。

　本件については、補足説明を省略し、

質疑に入ります。

　南野委員。

○南野委員　それでは、まず、１点目に、

平成１８年度の介護保険の財政について

でございます。

　先ほど、国保の方でもちょっと聞かせ

てもらったんですけれども、第３期事業

計画期間の初年度である平成１８年度の

実質収支として、国庫、府費等の保険給

付費負担分の概算交付金額が法定割合を

上回ったことなどから、５，９８５万６，

０００円が黒字となり、また、保険給付

費は、計画比で４．６％の減、前年度比

で１．０％の増加となったということで

ございますが、この点に関して、もう少

しちょっと詳しく教えていただきたいと

思います。

　それとあわせて、今後も持続可能な制

度にするために、どのように取り組んで

いかれるか、その点をちょっと聞かせて

いただきたいなと思います。

　それと、２点目に、決算概要の２２９

ページ、包括支援センターケアプラン事

業についてでございます。

　この業務の内容に関して、介護予防の

ケアプラン作成業務のほか、総合相談等

の包括的・継続的支援業務と認識いたし

ますが、関係機関との連携等も含めて、

どのような事業内容であるか、整理する

という意味でお聞かせいただきたいなと

思います。

　それと、３点目に、決算概要の２３０

ページ、地域密着型介護サービス給付事

業についてでございます。

　地域で自立して暮らすために、身近な

地域で、地域の特性に応じた、多様で柔

軟なサービスを受けることが可能となる

よう、地域密着型サービスが昨年度創設

され、住みなれた地域を離れずに利用で

きるなど、利用者のニーズにきめ細かく

対応できるよう新設されたサービスであ

るということでございますが、内容です

けれども、小規模多機能型居宅介護であ

る複合的なサービスであったり、また、

夜間対応型訪問介護である夜間のサービ

ス、また、地域密着型介護老人福祉施設

サービスである小規模施設サービスなど

の六つのサービスであると認識いたしま
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すが、ここで、この地域密着型介護サー

ビスに関しまして、昨年度の具体的な取

り組みとあわせて、実績とどのような効

果、結果であったのかなど、お聞かせい

ただきたいなと思います。

　それと、４点目ですけれども、決算概

要の２３３ページ、介護予防特定高齢者

施策事業及び介護予防一般高齢者施策事

業についてでございます。

　それぞれ１８年度の新たな事業という

ことでありましたけれども、居宅高齢者

を対象に、筋力アップのトレーニング教

室、栄養改善教室、また、口腔ケア教室

等さまざまな形で介護予防重点に取り組

んでこられましたが、この１８年度の結

果はどうであったのか。総括としてお聞

かせいただきたいと思います。

　以上で、１回目終わります。

○安藤委員長　山田課長。

○山田介護保険課長　４点の質問のうち、

地域包括支援センターに係るお答えにつ

きましては、川口参事の方から答弁いた

します。残り３点については、私の方か

らご答弁申し上げます。

　まず、１点目の、介護保険財政につい

ての、１８年度の全般的な状況というこ

とでございますが、実質収支、５，９０

０万円ほどの黒字ということになってお

るわけなんですけれども、これは、国庫、

府費、それから、一般会計の繰入金等は、

３年間の事業計画をもとに、概算で特別

会計に一たん繰り入れまして、翌年度に

精算して、返還するという方法をとって

おります。ですので、この決算上の実質

収支額がそのまま単年度の黒字額という

ことではございません。

　介護保険財政全体は、制度上、３年間

で収支が合うように事業計画を立てて、

予算化して運営しておるわけなんですけ

れども、実質的な収支という部分に影響

するのは、先ほど言いました部分を除い

た部分、いわゆる保険料と、それから、

調整交付金の増減というところが影響し

てくるということになります。

　そのあたりで、じゃあ、実質的にどう

だったかということについては、まず、

保険料につきましては、被保険者数が計

画よりも若干多かったということで、約

６００万円ほどの計画よりも増収と。そ

れから、給付の方が、計画に対して約９

５％の支出ということでありましたので、

その部分に係る保険料の相当分の余剰と

いうのが約３，０００万円。それから、

新たにできました地域支援事業の執行が、

計画よりもこれも少なかったということ

で、これに係る保険料相当分の余剰が約

３００万円。それから、もともと第３期

は赤字ということでスタートしてるんで

すけれども、その返済を考慮して、さら

に初年度ということで黒になる部分とい

うことで、計画上の黒が約３００万円と

いうことで、合計約４，２００万円の増

収ということになってるんですけれども、

逆に、調整交付金の方が約１，１００万

円ほど、もともとの計画値よりも少なかっ

たということで、実質的には、差し引き

約３，０００万円から３，１００万円く

らいの正味といいますか、の黒字という

ことで初年度は考えております。

　今後、１９年度、２０年度、どのよう

に推移するかによって変わってくるんで

すけれども、最終の２０年度には、単年

度で、今、計画上、約１，５００万円程

度の赤字ということで見込んでおります

ので、１９年度、２０年度が計画どおり

ということであれば、３年間を通じて、

約、一千五、六百万円の黒字になるのか

なということで、現時点ではざくっと見

込んでおるというところであります。

　そこで、持続可能な制度にしていくた
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めにはということですが、これは、やっ

ぱり給付の適正化という部分が一番重要

なのかなということでございます。国や

大阪府の方でも、今年度中に、それぞれ

の保険者の方で適正化の計画を立てて、

目標値を設定して取り組むようにという

助言もなされてますので、それに基づい

て適正な給付に努めて、持続可能な制度

にしていきたいというふうに考えており

ます。

　それから、２点目の、地域密着型のサー

ビスの現状と実施の状況はということで

ございます。

　委員の方からもありましたように、１

８年度から６種類のサービスが新たに制

度上加わっております。

　本市におきましては、制度改正前から

事業を実施しております、認知症の対応

型のデイサービス、これが市内に４か所、

それぞれ定員が１０名ということで、４

０名定員と。それから、認知症の対応型

の共同生活介護、いわゆるグループホー

ムですね、こちらの方が市内に、２７人

定員が２か所ということになっておりま

す。

　ほかの四つのサービスにつきましては、

現状では、摂津市内には事業所はござい

ません。

　１８年度の利用実績ということなんで

すが、認知症のデイサービスが、４か所

合計して、月平均で７２名ほどの利用と

いうことで、人によっては、週５回とか

週１回の方もいらっしゃいます。いうよ

うなことで、年間で約６，５００回ぐら

いの利用と。

　それから、認知症のグループホームに

つきましては、月平均で２７人の利用、

年間で９，３００日ほどの利用というこ

とになっております。

　特に、地域密着ということで、利用者

が市民の方限定ということで、認知症に

なられても、今までと大きく環境が変わ

らないようにというような配慮の中で、

近くへ一緒に買い物に行ったりとかいう

ようなサービスを提供されているという

ことで、なかなか成果がどうかというの

は難しいですけれども、一定の認知症の

進行防止とか、そういう部分での効果が

あらわれているのではないかなというこ

とで評価しております。

　それから、もう１点の、特定高齢者と

一般高齢者の介護予防の施策についてと

いうことでございます。

　これ、一時、新聞報道等にもありまし

たように、国の基準が若干厳しいのかな

ということで、特定高齢者の数が少ない

ということが問題になっておったわけな

んですけれども、計画上は、１８年度は、

高齢者人口の約２％ぐらいを把握して、

その方々に介護予防の取り組みをしましょ

うということで、本市の場合は、約３０

０人ぐらいの特定高齢者を計画上見込ん

でおりました。

　結果的には、高齢者人口１万３，９４

０人に対して、約１．４％の２０１名の

把握を１８年度中にしたということで、

それに対して、通所型の介護予防の教室

ということで、筋力トレーニング教室、

口腔ケア教室、栄養改善教室ということ

で、３種類の教室を展開してきたわけな

んですが、これが非常に参加者が少なかっ

たということで、筋力トレーニングにつ

いては１２名、口腔ケアについては１名、

それから、栄養改善については３名と。

見込んでおったよりもかなり少ない状況

になったということでございます。

　ただし、これについては、１９年４月

に、国の方が基準の改正をしまして、対

象となる方の枠が広がったというような

ことがあります。それから、このトレー

－�27�－



ニング教室等の周知といいますか、ある

程度、市民の方にも広まってきたのかな

ということで、参加の希望者がふえてい

るというようなことで、１９年度につい

ては、かなり参加者もふえているという

状況でございます。

　私の方からは以上です。

○安藤委員長　川口参事。

○川口介護保険課参事　そうしましたら、

２２９ページにございました、包括支援

センターケアプラン事業について、関連

したご質問でございますが、今現在、１

８年度末の要支援認定者への予防プラン

ということで、ケアプランの作成件数は

３８８件で、うち直営のプラン作成が２

６９件、約７割でございますが、その残

り、委託が１１９件となっております。

　総合相談の件数については８１件で、

ご本人やご家族からの相談が３２件、そ

れ以外の相談の経路としましては、ケア

マネジャーさんからのご相談ですとか、

民生委員さんからのご相談、また、ご近

所の方からのご相談というふうな内容に

なっています。

　相談の具体の内容としましては、具体

的には、介護保険のサービス利用に関す

るものとか、保健福祉サービスの利用に

ついてですとか、あるいは介護者自身の

健康問題についてというふうな、ちょっ

と幅広い相談の内容となっております。

　１８年度は合計８１件だったんですけ

れども、この相談業務については、１９

年度になりますが、４月から９月の上半

期で７９件ということで、おおむね１８

年度１年間に相当する件数の相談がござ

いまして、包括の相談業務ということが、

そういう意味では、市民の皆さんに少し

ずつ周知が図られてきているのかなとい

うふうに考えております。

　あと、包括的・継続的支援ということ

で、ケアマネジャーさんへの後方支援と

いうことで、ケアマネジャー部会への参

加ですとか、支援困難な事例について、

同行訪問をさせていただいたり、あと、

病院のケースワーカーさんから、退院し

てこられる市民の方についてのご相談を

お受けするというようなこともございま

す。

　また、権利擁護に関する事業では、成

年後見制度というのが新聞等でも広く周

知されてまいりましたので、そういった

ことについての市民の方からの問い合わ

せとか相談について乗らせていただいた

り、あるいは高齢者の虐待事例に対する

対応等も行っております。

　ちなみに、１８年度の新規にご相談を

お受けした虐待の事例というのは２３件

ございました。

　もう１点目の、関係機関との連携につ

いての状況ですけれども、相談の内容に

よりまして、高齢者障害者福祉課ですと

か健康推進課、場合によっては、福祉総

務課ですとか自治振興課、人権推進課等

庁内の関係各課を初めまして、あと、茨

木保健所ですとか、介護保険の事業者さ

んとか民生委員さんとか、さまざまな連

携の方を図らせてもらっております。

　それにあわせて、高齢者の虐待という

ふうな事例については、高齢関係各課以

外にも、警察とか消防とか、医師会の会

員の皆様方とも連携を図って、できるだ

け包括だけでということではなくて、い

ろいろなところでいろいろなお知恵を拝

借しながらという設定で取り組んでおり

ます。

○安藤委員長　南野委員。

○南野委員　１点目の、介護保険の財政

についてと今後の取り組みについていう

ことでご答弁いただきました。よくわか

りました。
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　要望としておきたいんですけれども、

さらに、市民のだれもが安心できる制度

となるよう、また、現状と課題の分析を

行うとともに、将来的にも持続可能な制

度とするため、介護予防事業等に積極的

に取り組んでいただき、保険給付の適正

化を推進し、財政の適正化に努めていた

だきますよう、要望としておきます。

　それと、２点目の、包括支援センター

ケアプラン事業についてでございます。

　ご答弁いただきまして、わかりました。

　私も、市民の方からさまざまな相談を

いただきまして、よく窓口の方に行かせ

ていただくケースがありまして、いろい

ろアドバイス等、関係機関との連携を積

極的にとっていただいて、取り組んでい

ただいていると思っております。

　今後も、本当に重要な位置づけにある

と認識いたしますので、さらに業務内容

の充実を図られるよう、要望としておき

ます。

　三つ目の、地域密着型介護サービス給

付事業についてでございます。

　昨年度の具体的な取り組みとあわせて、

実績とか効果、結果についてご答弁いた

だいたんですけれども、今後の問題点な

どを踏まえて、さらにきめ細かく対応が

できるように、どのように取り組んでい

かれるか、この点、ちょっとお聞きさせ

ていただきたいと思います。

　それと、４点目の、介護予防特定高齢

者施策事業及び一般高齢者施策事業につ

いてでございます。

　本市の介護予防の取り組みとしまして、

高齢者がいつまでも活動的で元気に暮ら

すまち摂津を目指して、介護サービスの

必要な人が十分に受けられるようにする

ために、疾病や要介護状態となる人をで

きるだけ減らすことが重要であることか

ら、介護予防を重点戦略として計画を推

進してこられました。その中で、平成１

８年度から平成２６年度における、要支

援・要介護認定者数を目標として上げて

おられますが、これも、せっつ高齢者か

がやきプランの中であったんですけれど

も、１８年度に関して、結果どうであっ

たか、この事務報告書を見ておりました

ら、目標はクリアしてるなと思ったんで

すけれども、結果どうであったか、また、

今後、目標達成に向けてどのように取り

組んでいかれるか、その点をお聞きいた

したいと思います。

　２回目、終わります。

○安藤委員長　山田課長。

○山田介護保険課長　まず、地域密着型

サービスの今後の課題ということでござ

いますが、第３期の事業計画の中では、

夜間対応型の訪問介護というのと、小規

模多機能型の居宅介護ということでの給

付といいますか、事業を見込んでおりま

す。

　ところが、現在のところは、本市なり

には、事業所がないというような状況に

なっております。

　この点が一つの課題ということなんで

ありますけれども、なかなか周辺の、近

隣の市との情報交換とか、事業者さんと

のお話を聞いている中でも、この地域密

着型サービスというのは、利用できるの

が市民の方に限られるというところであ

るとか、例えば、夜間対応型の訪問介護

については、一定の利用者数ですね、深

夜に利用される方が一定確保できなけれ

ば事業として成り立たないという部分で

あるとか、あるいは小規模多機能型の居

宅介護についても、利用回数に関係なく、

月額の報酬が一定であったり、そこの利

用者の方はほかの事業所のサービスが利

用できないという、制度上のいろいろな

制約がございまして、事業者さんの方が
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参入を見合わせているというような状況

が見られます。

　そこで、今般、うちの介護保険課の方

で、市内の全介護保険の事業者さんにア

ンケート調査を実施しまして、課題であ

るとか、参入の意向であるとか、そうい

うことをお聞きして、今、ちょっと集計

の最中なんですけれども、その結果とか、

ちょっとこの近隣の自治体の動向などを

見ながら、今後の地域密着型のサービス

の展開についても、改めてちょっと検討

していきたいなというふうに考えており

ます。

　それから、もう１点の、予防に努めて

要介護者の数が計画上どうなるのかとい

うようなことでございますが、１８年度

につきましては、計画では、要介護・要

支援の認定者数が、高齢者の１６．５％、

２，１６５人と、こういう計画でござい

ました。これに対して、これは、大体、

９月末時点の数値を計画で見込んでおる

んですけれども、それに照らしますと、

１８年９月末時点で１５．３％の２，０

５７人ということで、率、人数ともに少

なくなっております。

　１９年度につきましては、計画上は、

自然にふえれば１６．７％、２，３０９

人のところが、介護予防の効果を盛り込

んで、１６．５％にとどめて、２，２７

８人と、こんな計画なんですけれども、

実際には、さらに、率では、１８年度よ

りも下がっておりまして、１４．７％の

２，０８３人ということで１９年度はなっ

ております。

　これが即予防の効果だとはちょっと言

い切れないとは思っておりますが、なぜ

こういう数値になったのかなと、ちょっ

と私の方でも分析しておるんですけれど

も、計画では、前期高齢者と後期高齢者

と二種類に分けて推計してるんですが、

実際には、ふえているのは、新たに６５

歳になられた方がどんどんふえていくと

いうことで、６５歳になりたての方は非

常にまだお元気といいますか、すぐに認

定を受けるということは少ないのかなと

いうことで、その辺がちょっと計画との

乖離が出ている原因なのかなというふう

には思っております。

　最終的に、２６年度には、予防の効果

を見込んで、１６．７％の３，０７４人

と、こういう見込みであるんですけれど

も、ただ、高齢者人口の方は、予想以上

にちょっと伸びを見せてますので、率と

しては抑えることができても、人数的に

はやはりかなりふえていくのかなという

ふうに考えております。

　そういう意味では、委員ご指摘のよう

に、予防の部分で力を入れていくという

ことが一番重要なのかなということなん

ですが、先ほどのちょっと答弁の中で、

特定高齢者の部分だけしか説明しており

ませんで、一般高齢者の施策ということ

も昨年度行っておりまして、それについ

ては、例えば、介護保険の財政の方で、

摂津みんなで体操三部作の制作とか、そ

れから、府立のワッハ上方というところ

との共催で、笑いで介護予防というイベ

ントをしたり、あと、公民館とタイアッ

プして、心と体の元気講座というような

事業、あるいは啓発の冊子の作成と、こ

ういう取り組みも行っておりますし、引

き続き、介護予防に重点的に取り組んで

いきたいと、こういうふうに思っており

ます。

○安藤委員長　南野委員。

○南野委員　地域密着型介護サービス給

付事業についてでございます。

　これは、高齢者かがやきプランに書い

ておったんですけれども、高齢者が住み

なれた地域で、尊厳ある、その人らしい

－�30�－



生活を継続することができるようにする

ためには、できるだけ要介護状態になら

ないような予防対策から、高齢者の状態

に応じた介護サービスや医療サービスま

で、さまざまなサービスを、高齢者の状

態の変化に応じ、切れ目なく提供するこ

とが必要であるとありました。

　さらに、地域包括支援センターを中心

に、関係機関との連携を充実していただ

き、利用者のニーズにきめ細かく対応で

きるよう、よろしくお願いいたします。

　これは要望としておきます。

　それと、介護予防特定高齢者施策事業

及び一般高齢者施策事業についてでござ

います。

　今後の取り組みについてご答弁いただ

いたんですけれども、広く市民に介護予

防の趣旨を理解していただけるようお願

いします。

　もう一つは、例えば、先ほど出ており

ました、摂津みんなで体操三部作が完成

したという、健康推進課さんの方でつくっ

ていただいたと認識してるんですけれど

も、おとついの健康まつりに行かせても

らいまして、啓発していただいてたんで

すけれども、できたら、庁舎の１階のロ

ビーのあのテレビを使って、体操の時間

等々ありますよね、毎日の、平日ですけ

れども。あのときに、ビデオを、せっか

くなんで、流されたらどうかなとか、そ

ういうことも考えておりますので、ぜひ

実行できるんであれば、実行していただ

けるように、よろしくお願いします。

　今後も、高齢者がいつまでも活動的で

元気に暮らすまち摂津を目指して、関係

機関や団体、地域の方々とも連携をとり

ながら、介護予防施策のさらなる充実を

図られるよう、要望としておきます。

　以上で終わります。

○安藤委員長　山崎委員。

○山崎委員　もうほとんど聞いていただ

きましたので、私の方からは、ケアプラ

ンのところで、概要２２９ページの、７

割が直営で、民間が１１９件、ケアプラ

ンを立てていただいたということなんで

すが、ケアプランの中身の方を教えてい

ただきたいんですけれども。

　ケアプランということで、介護をして、

改善にという目標値とかもつけると思う

んですけれども、この目標値に対して、

達成できなかったというか、その評価の

方をどういうふうにされるのか。組み直

していくという手間が、また今後ずっと

必要になっていくのかどうかというのも

ちょっと聞かせていただきたいと思いま

す。

　同じ２３３ページの、介護予防の方な

んですけれども、これが、要介護から要

支援という話にもなって、対象者が非常

に厳しかったというようなことで、聞い

た限りでは、ほとんど対象者がいなくて、

使えなかった制度じゃないかなと私は思

うんですけれども、今後、また、１９年

から緩くなったということですけれども、

確かに予防も必要なんですけれども、こ

の辺の考え方を、もう少ししっかり聞か

せていただければと思ってます。

　それから、決算の方の、１５３ページ

の、介護保険の特別徴収ということで、

保険料が天引きにされておりまして、ほ

とんど１００％収入が入っておりまして、

還付金が出たんで、１００％を超えとる

わけですけれども、この保険料天引き、

それから、保険料の算定段階なども変わ

りまして、この辺で、市民の方から、取

られるばっかりで使えんというような苦

情というのが大分舞い込んできたりはし

てないのかどうか、その辺もちょっとお

聞かせいただければと思います。

　以上です。
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○安藤委員長　川口参事。

○川口介護保険課参事　ご質問のありま

した、ケアプランの中身についてという

ことでございますが、特に、数値目標と

いうのがなかなかプランの中に掲載する

という形ではないんですけれども、一応、

ご本人さんの方と具体的な目標について、

余りにも先の長い目標というよりも、何

ができたらいいかというふうな達成可能

な目標を、まず、ご家族やご本人さんと

一緒に立てまして、それについて、一応、

評価としては、３か月、場合によっては

１か月で振り返りというのをしますが、

一定、３か月ぐらいをめどに評価という

ことで実際に達成できたかどうか、達成

できていれば、次、もう一歩、違う目標

にということで、そのあたりで評価を一

定行っております。

　どうしても、介護の場合は、サービス

を提供するということで、必要な介護サー

ビスの提供になるので、なかなかその提

供したことで、次、違う展開がとか、ご

本人の状態がよくなるというようなこと

は、少し想定しづらいんですけれども、

予防の場合でしたら、ご本人さんの力も

できるだけ引き出してということで、何々

ができるとかいうような形の目標設定で、

サービスがヘルパーさんと一緒に何か事

を行うということで、目標が達成しやす

いような取り組みで、評価、できるだけ

同じようなプランが１年も２年も続かな

いように、一定、そういう達成感を持っ

ていただくような基準で対応をしており

ます。

　これについては、直営プランについて

は、もちろん、包括の担当職員が判断し

ますし、委託の事例についても、３か月

ごとに評価表ですとか、支援経過の記録

等もいただく中で、評価の方は確認をさ

せていただいております。

○安藤委員長　山田課長。

○山田介護保険課長　特定高齢者の施策

の展開ということなんですけれども。

　先ほど、１８年度の数字を申し上げた

んですけれども、その後、言いましたよ

うに、国の方の基準も一部変わったとい

うようなことがありまして、今年度を見

てみますと、９月現在で、既に５３９名

の方を特定高齢者の対象者ということで

把握しておりまして、率にしますと３．

８％ということで、昨年、１年間で１．

４％でしたが、もう既に３．８％の対象

者の方を把握しておるというような状況

でございます。

　既に、その方々の中から、今年度、事

業に結びついているという方については、

これも上半期ですけれども、筋力トレー

ニングで１９人、口腔ケアで１４人、栄

養改善は１人ということなんですが、下

半期も、さらに、既に、事業始まってい

るということで、昨年と比べて、かなり

利用者といいますか、参加者がふえてい

るというような状況でございます。

　さらに、１８年度に把握して、事業は

１９年度というような方もいらっしゃる

ということで、１８年度については、保

健センター１か所で実施しておったんで

すが、今後、１９年度中に、ふれあいの

里の身障老人センターの方とかいうこと

で、事業の拡大ということも予定してお

ります。

　内容的にも、３種類の教室を、府の方

でも研究されまして、標準プログラムと

いうようなことで、３種類をセットにし

たような事業というような、新たな展開

も考えておりまして、より効果が得られ

るようにということで展開を考えており

ます。

　それから、もう１点の、保険料の収納

についてということでございますが、ご
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承知のように、介護保険料については、

特別徴収ということで、年金からの天引

きと、それから、それ以外の方は、普通

徴収ということで、自主納付あるいは口

座振替というような形になっておりまし

て、これも、制度改正がございまして、

特別徴収の方が増加したと。遺族年金と

か障害年金からの天引きも始まったとい

うことで、若干、特別徴収の方の割合が、

２％ぐらいですか、増加しておるという

ようなことでございます。

　天引きの方については、当然、１００

％収納ということで、還付が出ておると

いうのは、年度の途中でお亡くなりになっ

たり、転出されて、一たん納めていただ

いたのをまたお返しするというようなこ

とでの、年度が変わっての還付というの

が出ておるということでございます。

　確かに、ご指摘のように、天引きにつ

いての批判であるとか、あるいは普通徴

収の方についても、生活困難で、支払い

が難しいというような声は、日々、窓口

あるいは電話、いろいろな形で聞いてお

るところではございますけれども、制度

の趣旨をご説明する中で、ご理解をいた

だくようにということで、日々努めてお

るといったことでございます。

○安藤委員長　川口参事。

○川口介護保険課参事　先ほど、ご質問

のございました、介護から支援になって、

サービスの利用ができなくなったという

こと、福祉用具に関してお答えをさせて

もらった、ベッドとか軽度者に対するサー

ビスの、利用が、今まで、ベッドの貸し

はらしとかいうことで、新聞報道等で出

ていたと思うんですけれども、ご質問の

中でおっしゃられていましたとおり、一

定、介護から支援、あるいは要介護１の

方も、軽度者ということで、ベッドのレ

ンタルができないというような実態が実

際にございまして、こちらで、ちょっと

今現在わかっているだけで、多分、大よ

そ４０件ぐらいの方は、今までベッドを

利用されていたにもかかわらず、国の基

準が変わったということで、返却をいた

だきまして、それについては、要支援で

包括の方が対応する方が占める割合が多

かったものですから、具体的に、やはり

ベッドが要るという事実、要らない方も、

家具としてのベッドは要るけれども、介

護保険としてのギャッチアップというよ

うな機能がついたベッドが要るかという

と、実際にはそういう、介護保険で適用

するというふうなベッドが要らない方も、

中にはいらっしゃるのもお見受けしまし

たので、そういう方については、ベッド

本来の、家具としてご購入をいただいた

りとか、あるいはモーターがつかないベッ

ドということで、そういうものは、福祉

用具の業者の方が、比較的安いベッドの

レンタルと同額程度の値段で、そのまま

継続して貸し出しということはしていた

だくような対応でございましたので、そ

ういうふうな意向ですとか、いろいろな

紹介をさせていただいて、対応をいたし

ました。

　やはり国の方でも、各自治体の方から

もいろいろな意見、あるいは国民の方か

らいろいろな意見ということで、制度の

方は、１９年４月から見直しがございま

して、一定、やはり頻度によって、日常

生活の一日の中のお体の状態とか、ある

いは介護の見通しですとか、そういうい

ろいろな身体の状況等で、主治医の先生

からのご意見をいただいたりとか、そう

いう中で、貸し出しも可能ということで、

一定、必要な方への貸し出しというのは、

制度の中で見直しがなされてますので、

現状としては、ベッドに関しての苦情等

そういうようなご意見はちょっと１９年
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入ってからは、特には聞いてはおりませ

ん。

○安藤委員長　山崎委員。

○山崎委員　ありがとうございます。

　保険制度の中ということですけれども、

やっぱりこれは社会福祉というか、社会

保障の制度というか、必要な措置だとい

うふうに私たちも考えますので、必要な

サービスをしっかりと提供していただき

たいと思っております。

　だから、先ほどのケアプランについて

も、目標については達成可能なというこ

とを言ってますけれども、状況が変わら

なければ、そのサービスの提供も、ずっ

と何年も同じことになるということには

なるんでしょうけれども、しっかり提供

できるような制度にしていっていただき

たいと思っております。

　確かに、介護保険の保険料については

いろいろありますけれども、決して、日々

生活していく中で、安いというものでは

ないので、制度の中での問題ではあるん

ですけれども、何とか収納率も上げてい

かないかんのでしょうけれども、相談に

乗っていく中で、使える制度にしていた

だけるように、何か考えていただきたい

なと私も思っておりますが、サービスの

方をしっかりお願いしたいと思っており

ます。

　あとは要望で結構です。

○安藤委員長　上村委員。

○上村委員　そしたら、今の山崎委員の

質問にも関係するんですけれども、介護

予防という形で取り組んで、要は、要介

護から要支援に、こうよくなるというケー

スがありますよね。そうなった場合に、

今言ったように、サービスが削られると

いうか、削られて、家族が困るというパ

ターンもありますね。逆に、悪くなって、

どんどん要介護１、２，３に進んでいく

場合もあるんですけれども、実際、その

効果ということで、追跡調査で、悪くなっ

ていくケースが幾らあるのか、よくなっ

たケースが幾らあったとか、そういうデー

タを追跡されてるのかなということと、

それと、要介護状態から、いろいろな、

健康推進課と協力しながら、筋トレとか、

あるいは体操とかいろいろやられて、そ

れが要支援になったり、全くもう要支援

から外れて、健常者並みになるとか、こ

ういう事例がたくさん出てきとんではな

いかなという気もするんですけれども、

そういう事例はあるんですかということ

を、まず最初に。よくなった事例とか、

効果があった事例というのがあれば、教

えてください。

○安藤委員長　山田課長。

○山田介護保険課長　今のご質問なんで

すけれども、国保の利用者の方について、

介護度がどう変わっていったかというよ

うな追跡調査、いわゆる追跡捜査につい

ては、ちょっとデータを持ち合わせてお

りません。介護度ごとの人数の推移、そ

ういうことで見ていくのかなというふう

に思っておるわけなんですけれども、介

護度ごとの認定者の状況で言いますと、

ちょっと１８年度は大きく制度改正がご

ざいましたので、当然と言いますか、制

度上、要介護１の方が激減して、その方々

が要支援２というようなことになってお

るんですけれども、それ以外の、要介護

２、３、４、５のところで見ますと、大

体、要介護２で３００人ぐらい、それか

ら、要介護３で２００人後半、要介護４、

５が大体２００人ぐらいということで、

ほぼ同じような数字ということになって

おります。

　ということで、実際にどれぐらいの方

が介護サービスによって、あるいは予防

の事業によって改善された、効果が出た
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というところまでは、ちょっと現段階で

は把握できていないということでござい

ます。

　いろいろな要因があると思いますので、

せっかくいろいろな事業をして、効果が

出ても、ちょっと病気されたりとか、骨

折されて、重くなるというようなことも

ございますし、なかなか一概に効果を図

るというのは難しいのかなと思ってるん

ですが、最終的には、介護度別の人数と

いうのが評価の指標かなというふうには

とらえております。

○安藤委員長　上村委員。

○上村委員　介護保険、１２年からスター

トして、介護予防ということが重点に置

かれ出して、そのことに趣を置きながら、

やはり介護予防施策をとった効果という

のをきっちり検証していかないと、やる

人もやる気が出ませんという気がするん

です。やはりその追跡をして、効果があ

るということを目的にしないと、なかな

か取り組みにならないでしょうし、やは

り健康体操、筋トレやったら、実際、現

場を抱えとるんですから、データがとれ

るんですよね。生きたデータが、摂津市

独自の。

　だから、そういった意味では、これは

成功した例もあるでしょうし、いや、こ

れはだめですというような例もあると思

うんですよ。やっぱりそういうノウハウ

を蓄積していくと、摂津独自の介護の予

防の事例集みたいなものができ上がって

きて、それが、どの事業所にもお願いせ

なあかん話なんで、事業所にもお願いし

て、やはりこういうような効果がありま

すよということを、もうそろそろつくり

上げていかないと、みんなが手探り状態

で、大学の先生が言われるように、その

まま実施してもいいんですけれども、い

や、実際、現場を預かっている者として

は、やはりこれはだめですよと、効果が

あるというふうな、きっちり現場を持っ

ている者として強みがあると思うので、

そういったものをつくり上げていくこと

が必要ではないかなと思ってますので、

そういう事例がもしあるんであればとい

うことで聞いてますので、もしあるよう

でしたら、またよろしく。

○安藤委員長　山田課長。

○山田介護保険課長　個々に、事業所の

方では、例えば、デイサービスでしたら、

個別の通所介護計画というのを立てて、

目標を設定して、大体３か月スパンぐら

いで、どういう効果があったのかという

ような、事業所さんは、個別のそういう

情報というか、効果を測定して、次の計

画を立てるというようなことをされてお

りますし、また、後でちょっと答弁あり

ますが、保健センターでやっている筋力

トレーニング教室等についても、保健セ

ンターにおいては、個々のその人の目標

あるいは効果測定ということをやってい

るというのが、実際には現場ではやって

おるんですけれども、十分、そこの個別

のケースまで、介護保険課として、まだ

現時点では把握できていないということ

で、ご指摘のように、今後、そういう事

例を集めて、その成果もＰＲしながら、

取り組みを充実させていきたいというふ

うに思っておりますので、よろしくご理

解お願いします。

○安藤委員長　福永次長。

○福永保健福祉部次長　保健センターで

行っております、特定高齢者のための筋

力アップトレーニング等のことについて

ご報告させていただきます。

　先ほどからの答弁にございますように、

平成１８年度は、参加者がやや少な目だっ

たんですが、参加された方は、８割の方

が改善しております。１２回のプログラ
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ムの中で、まず、初回の日に、その方の

筋力の状況だとか、運動機能の状態だと

か、そのようなテストをまず行います。

その上で、個々の方の運動プランを立て

まして、１２回の１１回目だったと思う

んですが、そのときに、また、同じテス

トを実施いたしまして、個々の方の評価

を行っております。

　変わらない方が、大体１割ぐらいいらっ

しゃって、８割の方が改善している。途

中で、やはり少し、例えば、心臓病がちょっ

と悪化したのでリタイアする。あるいは

腰痛が出てきたのでリタイアするという

方が約１割ぐらいいらっしゃるというの

が現状で、参加なされた方の８割が改善

しております。

○安藤委員長　上村委員。

○上村委員　今の、筋力トレーニングで

すか、ということで、効果があるという

ことで、８割の方が実際によくなってき

たということだと思います。

　それ以外にも、筋力トレーニング以外

で、また健康体操したらどうなるかとい

うことも、きっちりウオッチしながら、

やはりその要支援の方が、より健常者に、

全く支援状態なくなるために、やっぱり

技術力をつけていくということも必要で

ありますし、それやっぱり現場のいろい

ろな方を見ていく中で、いろいろ打った

政策が、一体その施策が合致しているか

どうかということをきっちり検証する必

要があるんで、そのことはやっぱり各事

業所の皆さんにも、摂津市としてはやっ

ぱりこういう方向で取り組みたいことを

明確に打ち出す中で、そういった追跡調

査をして、摂津市民の役に立てたいとい

う思いがあれば、皆さん協力してくれる

んではないかと思ってますので、やはり

介護予防ということが言われている中で、

やっぱり摂津市に来ると、こういうこと

を具体的にやってよくなってますよとい

うことをＰＲできるように、それはやっ

ぱりいろいろなデータをとる中で、失敗

や成功例等々を参考にしながらしていく

ことが必要だと思いますので、ぜひそう

いった取り組みをしていただきますよう

に要望しておきます。

○安藤委員長　ほかにございませんか。

　以上で質疑を終わります。

　暫時休憩します。

（午後２時３４分　休憩）

（午後２時３６分　再開）

○安藤委員長　再開します。

　討論に入ります。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○安藤委員長　討論なしと認め、採決を

いたします。

　認定第１号所管分について、認定する

ことに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○安藤委員長　賛成多数。よって、本件

は認定すべきものと決定いたしました。

　認定第３号について、認定することに

賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○安藤委員長　賛成多数。よって、本件

は認定すべきものと決定しました。

　認定第４号について、認定することに

賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○安藤委員長　賛成多数。よって、本件

は認定すべきものと決定しました。

　認定第７号について、認定することに

賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○安藤委員長　全員賛成。よって、本件

は認定すべきものと決定をいたしました。

　認定第８号について、認定することに

賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）
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○安藤委員長　賛成多数。よって、本件

は認定すべきものと決定をいたしました。

　これで本委員会を閉会いたします。

　お疲れさまでした。

（午後２時３８分　閉会）

　委員会条例第２９条第１項の規定によ

り、署名する。

民生常任委員長 安 藤 　 薫

民生常任委員  藤 浦 雅 彦
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